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研究ノート

アド・テクノロジーが 
社会問題である場合についての覚書（3）

水 野 由多加

Some social problems caused by advertising technology:  
the third memorandum for future discussion

Yutaka MIZUNO

Abstract
 Among recently developed advertising practices, so called advertising technology is key. Academic 
advertising knowledge does not exceed in that, besides industrial and business knowledge only exists. 
Knowledge of advertising among academics is seriously lacking compared to industrial and business 
knowledge. This paper describes some social problems among journalistic documents to provide the third 
memorandum for future discussion.
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抄 録
　広告の実践において、アド・テクノロジーと呼ばれるネット広告の自動取引・配信の仕組みが近年急速
に一般化した。しかしながら、その広告についての知識は実践面での急伸に追い着かない面が多々ある。
合理性と人間性を併せ持ち、より冷静で構造的な知識体系構築を目指すべきアカデミックな知識のための
記述には馴染まないことも多い。本稿は、そのいくつかの社会的軋轢について、ジャーナリスティックな
側面も否定できないけれども、今後のための資料として記述を試みる覚書の続々編である。

キーワード：アド・テクノロジー、ウエブ広告、ネット広告

はじめに

　前々稿（『関西大学社会学部紀要』第48巻 2 号）、前稿（『関西大学社会学部紀要』第49巻

2 号）に引き続きアド・テクノロジー関連の、（1）今後の議論の素材になりえると筆者が

何らかの意味で思った、（2）「ネット広告と社会」に関する諸問題についての、（3）網羅

的でも相互に排他的でもないけれども近年の暫定的な、（4）ネット上のものも含め様々な

出所からの報道事例の抜き書きを覚書きとしたものである。
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1 ．スマートスピーカーという家庭を監視するブラックボックス

番号 記事 テーマ 出所

1 わが家のアレクサが勝手に広告を読み上げ始める日
〈スマートスピーカーが注文を受けるだけでなく、おすすめの商品やサービスを提
案する時代はすぐそこに〉

アマゾン・ドットコムの人工知能（AI）アシスタント、アレクサが広告を読み
上げる―そんな日が今年中にも来るかもしれない。経済専門チャンネル CNBC
の報道によれば、アマゾンは既に家庭用品大手のクロロックスやプロクター・ア
ンド・ギャンブル（P&G）をはじめ、複数の企業とアレクサでの商品広告につい
て協議中だという。

CNBC はさらに、アマゾンが早ければ年内にも広告配信を始める可能性がある
と伝えた。ただし同社の広報担当は、そうした「計画」はないと否定している。

今のところアレクサでは、毎日更新されるフラッシュニュースの合間などを除
いて、ほとんど広告は挿入されていない。そもそも広告メッセージの代読だらけ
だったら、ここまで多くの消費者に受け入れられなかっただろう。しかし、アレ
クサは既に1500万世帯に導入されている。これだけアレクサを愛する人がいるの
なら、こっそり広告を紛れ込ませて一稼ぎしたくなるのも無理はない。

もちろん、テレビ CM のように騒々しい広告にはなるまい。もっとさりげなく、
しかもターゲットを絞った広告になるだろう。例えば「A 社の洗剤が切れたから
再注文して」と呼び掛けた場合に、同じ会社の新製品を薦めてくるとか。あるい
は染み抜きの方法を尋ねたときに、関連する便利グッズの購入を勧めるとか。ユ
ーザーの購入履歴を精査して（いつもアマゾンがやっていることだ）最適な広告
や商品を語り掛けるケースも考えられるだろう。

現状では、音声認識端末アマゾン・エコーで広告を流す場合はアレクサの声と
は別の声音やトーンを使う決まりになっている。どれがアレクサの返事でどれが
広告かを、ユーザーが区別できるようにするためだ。

今後もそうなのか、アレクサの声で広告を読み上げるようになるのかは分から
ない。いずれにせよ、うまくいけばアレクサに統合された広告は私たちの購買意
欲を大いにそそり、一段と私たちの財布のヒモを緩めさせることになる。
微妙なバランスが必要に

しかしアマゾンとしても、広告やスポンサー企業の販促メッセージを投入する
タイミングや方法は慎重に判断したほうがいい。広告や商品購入の提案があまり
に頻繁だと、アマゾン・エコーの持ち主たちの反発を買うことになるだろう。広
告や購入履歴に基づく「おすすめ」の商品があまりに的外れでも、ユーザーに見
放されてしまう。

伝えられるところでは、アマゾンも（少なくとも当初は）日用品や、それらの
商品を頻繁に購入しているユーザー（つまり予測しやすい絞られたターゲット）
を選んで広告投入の対象とするようだ。

そうだとしても微妙なバランスの維持が必要になる。アレクサの語る広告は、
画面表示の広告よりも押し付けがましい印象になる可能性があるからだ。

おすすめ商品が「的確過ぎる」場合にも、ユーザーから敬遠される可能性があ
る。ネット大手の各社が常に私たちの行動を監視し、会話に耳をそば立てている
という懸念は、ただでさえ高まっているからだ。

実際、アマゾンがアレクサのプラットフォーム上でダイレクトに広告を出すよ
うになれば、同社はある意味、未知の領域に足を踏み入れることになる。

現状でも各社は自社アプリに広告を組み込んだり、自社のアプリ販売サイトで
自社製品を宣伝したりしている。しかしスマートフォンのプラットフォーム（iOS
やアンドロイド）に直接、広告を入れるようなことはしていない。この点はアッ
プルの Siri（シリ）やグーグル・アシスタントでも同様だ。さらにアップルは独自
のブラウザ「サファリ」の最新版で、ユーザーのプライバシー保護を強化する一
環として広告目的のクッキー使用を制限する措置を打ち出してもいる。

しかしアレクサの場合、在来のプラットフォームと違って指を使わず視覚にも
頼らず、音声で操作する。その使用体験はある意味、全くパラダイムの異なるも
のと言える。

スマートス
ピーカーの
ユーザーに
とってのリ
スク

News  Week
日本版2018年
1 月31日（水）
17時00分
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ライバル各社はどうする
しかもアマゾンという会社は本質的に小売業だ。同社が提供するものは全て、

消費者をアマゾンの生態系内に囲い込み、より多くの商品を購入する気にさせる
ようにできている。そうであれば、アレクサのプラットフォーム上に広告が紛れ
込んでくるのも当然の成り行きだ。

果たして他社の AI 音声アシスタントも、同様に広告を組み入れてくるだろう
か。例えばグーグル・ホームやアップルが発売予定のホームポッドの場合は、む
しろ「広告なし」をセールスポイントにしたほうがアマゾンとの差別化をしやす
いかもしれない。

しかし AI 機器の操作がますます音声志向を強めるなか、極めて優れた広告・検
索プラットフォームを持つグーグルがアマゾンに追随し（あるいはアマゾンより先
に）広告を入れてくる可能性は高いように思える。そうしなければ、いずれアマゾ
ンが検索・広告分野におけるグーグルの覇権を脅かす存在となる恐れもあるからだ。

いずれにせよ、アレクサのような AI アシスタントは私たち個人の好みや家庭
での行動や習慣について、ますます多くのことを学びつつある。そうして学んだ
知識の蓄積が有益な情報であることも、まず否定できない。たとえそれが、私た
ちをいつか広告漬けにする事態につながるとしても。
クリスティーナ・ボニントン

2 Alexa が夫婦の会話を勝手に録音して部下に転送　非常に珍しいが対処すると
Amazon

米 Amazon.com の AI アシスタント「Alexa」がユーザーの会話を録音し、それ
をユーザーの連絡先の 1 人に送ったと、シアトルのメディア KIRO  7 が 5 月24日

（現地時間）、被害者の報告に基づいて報じた。
シアトル在住のダニエルさんは、自宅のすべての部屋に Echo シリーズを置い

て利用していたが、ある日夫の部下から電話で「今すぐ Alexa 端末の電源を切っ
てください。盗聴されていますよ」と連絡があったという。この部下は夫の連絡
先リストに載っており、電話でダニエルさん夫妻の会話を受信したと説明した。

日本ではまだ使えないが、Echo シリーズでは、登録してある連絡先を指定して
相手にメッセージを送ることができる。

ダニエルさんが Amazon にこの件を問い合わせたところ、Amazon 側での調査
結果も報告と一致したと認め、「30分の会話で15回謝罪した」が、原因などについ
ての説明はなかったという。
（Amazon のジェフ・ベゾス CEO がオーナーである）The Washington Post の

取材に対して同社は、「Alexa」のように聞こえる音声で起動した Echo がその後
の会話の中で「メッセージを送信」と命令されたと受け取ってしまい、その段階
で Alexa は「誰に？」と尋ねたが、続いている会話の中からユーザーの連絡先リ
ストにある人の名前を聞いてしまったと説明した。

Amazon は、このようなことが連続して起きるのは非常に珍しいことではある
が、再発防止のために対策中だと語った。

Alexa は聴
いているか
らその先は
無限に拡が
る

2018/ 5 /25 
08：09 　 IT 
media NEWS

3 AI スピーカー開発、外部ノウハウ生かす　アマゾンや LINE
人工知能（AI）スピーカー開発に外部の技術者のノウハウを取り入れる動きが

広がってきた。アマゾンジャパン（東京・目黒）は同社の AI と連動した車載機
器開発のための技術仕様を公開した。LINE も優れたアプリ開発者への報奨制度
を設けた。米国や中国に比べて日本での AI スピーカーの普及率は低い。外部の
知見を生かして用途を広げ、ユーザーの増加につなげる。

アマゾンは22日、音声認識 AI「アレクサ」をカーナビやオーディオなどに簡単
に搭載できるように、車載機器に特化したアレクサの技術仕様を無償で公開した。
今後、アレクサを通じて通話やメッセージの送信ができるようにし、話しかける
だけで目的地を指定できる機能も追加する。

運転者がアレクサを搭載した機器に話しかけるとクラウド上にある AI がその
内容を把握。天気予報や交通渋滞などを調べられるほか、スマートフォン（スマ
ホ）のアプリにあたる「スキル」を1000種類以上利用できる。利用者がアマゾン
の通販サイトの有料会員「プライム」に加入していれば音楽を聴くこともできる。

LINE は 8 月、優秀なスキルを開発した外部の技術者に報奨金を支払う制度を
始めた。すでに、スキルと同時に流れる効果音を開発した 3 人のチームに10万円
を支給した。LINE には現在、AI スピーカーのスキルの利用者に課金する仕組み
がまだない。AI スピーカーの利用者を自社のサービスに呼び込むメリットがある
が、アプリ自体から報奨金などが得られれば開発意欲が高まるとみている。

AI ス ピー
カーの機能
開発急速に

2018/ 8 /22 
17：51　日本
経済新聞　電
子版
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LINE の報奨金制度は AI スピーカーに限らず、対話アプリで AI が質問に自動
で答える「チャットボット」も対象に加え、多様な技術を組み合わせたサービス
を開発してもらう。月間7500万人の顧客層を生かし、対話アプリと連動したサー
ビス開発を促す。

LINE は 7 月、外部の企業や技術者がスキルを開発するための技術仕様を公開
したばかり。LINE のスキル数は約70にとどまる。スキル開発に必要な技術仕様
をすでに公開しているアマゾンの国内のスキル数約1300、グーグルの数百に比べ
ると見劣りする。

スキル開発者への報奨金を巡っては、アマゾンが19年度にも本格導入すること
を検討している。LINE は報奨金制度をライバルに先駆けていち早く導入するこ
とで、国内市場で巻き返す。

アクセンチュアのアンケート調査によると、18年末までに AI スピーカーを購
入すると答えた人の割合（すでに所有している人も含む）は16％となる見通しだ
が、米国の37％や中国の33％に比べると低い水準だ。外部のアイデアをスキル開
発や用途拡大につなげてユーザーを伸ばしたい考えだ。

利用者を増やせば AI が学習するデータ量も増え、ネット通販の「お薦め」や
個人の属性に応じた広告の精度が高まる。照明やテレビなどの家電製品の操作に
も使え、あらゆるモノがネットにつながる「IoT」関連事業にも生かせる。

ただ、個人情報の収集に不安を持つ消費者も多い。米国では家族同士の会話が
意図せずして外部に送られるといったケースも発生した。消費者に不都合が起き
にくい仕組みの構築や説明も課題になりそうだ。

4 膨張する IT 巨人　「新たな独占」との戦い　データの世紀　始まった攻防（連載
コラム 4 ）
「スキーにはまっているの」。自宅でこんな会話をしていたら、パソコンの画面

にスキーの広告が表示された―。
　米消費者団体のコンシューマーウオッチドッグは、そんな世界を現実にする特
許を米グーグルや米アマゾン・ドット・コムなどが大量に保有・出願していると
警告する。

世界で利用が増える人工知能（AI）スピーカー。話しかければエアコンを操作
でき、天気予報も得られる。家全体がネットにつながる「スマートハウス」の中
心として IT（情報技術）大手が相次ぎ発売。全米公共ラジオ NPR の調査では米
国の利用者の65％が「これがない生活にはもう戻りたくない」と答えた。
　今は「OK グーグル」などと話しかけないと作動しないが、技術的には何もし
なくてもデータを集められる。利用者の気持ちを先回りして買い物などを提案す
る「夢の機械」になる半面、常に誰かに生活を把握される薄気味悪さは残る。
　 4 日には米フェイスブックでの個人情報の不正流出が最大8700万人に上ると判
明。同社のようなプラットフォーマーに個人データをどこまで預けてよいか、改
めて疑問を浮かび上がらせた。
　グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンを示す「GAFA」。あらゆるモ
ノがネットにつながる「IoT」の浸透で膨張は止まらない。 4 社は過去10年で400
社近くを買収。合計売上高（グーグルは親会社アルファベットの数値）はこの間
に 7 倍となり、ベルギーなどの国内総生産（GDP）をしのぐ。

GAFA は新たな「独占」の形も生み出した。従来型の産業では、市場の独占は
利用者の利益を損なう。一方、データの世界では、大量のデータを持つほど利便
性の高いサービスを提供できる。便利なサービスを提供する企業がさらにデータ
を集め、独占が進む。「ノー」と言えない状況に追い込まれかねない。
　次は自動車に狙いを定める。 1 月の北米国際自動車ショーで陰の主役は GAFA
だった。トヨタの新車の目玉はアマゾンの音声認識 AI「アレクサ」の搭載。ネッ
トを通じて車内で買い物もできる。メーカー首脳は、グーグルの自動運転技術を
意識した発言を重ねた。
　世界の当局は IT の巨人への警戒感を強める。 5 月には欧州連合（EU）が一般
データ保護規則（GDPR）を施行、個人が企業から自分のデータを取り戻せる権
利を導入する。2017年には欧州委員会が「検索市場での支配的地位を乱用した」
としてグーグルに24億 2 千万ユーロ（約3100億円）と過去最高の制裁金を命じた。
米国でも規制論が浮上。日本の公正取引委員会も独占禁止法の運用強化で臨む。
　逆風が強まる中、フェイスブックで情報不正流用が起きると GAFA 4 社の時価
総額は30兆円あまりが吹き飛んだ。
　利便性を追求しつつ、データ独占にどう歯止めをかけるか。データの世紀の新
たな課題だ。

AI ス ピー
カーが「会
話内容を元
に 広 告 表
示」に米消
費者団体警
戒感

2 0 1 8 / 4 / 6  
2 ：11　日本
経済新聞　電
子版
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　笑い話のようだが、家庭内のスマートスピーカー（AI スピーカー）1）に「宿題」を尋ねる

小中学生が居るという。それが「笑い話」（というか悲喜劇）に思えるのは、むしろわれわ

れが「分からないことは何でも検索する」ようになって十数年を経、ある種「記憶の外部

化」を生活のなかで当然視し、その自らを省みないほど鈍感になっている結果でもある。

　現代のテレビの視聴率調査の中には、（むろん対象者の同意が前提だが）スマホで同じ室

内にあるテレビの音声を取得し、リアルタイムのデータを収集する方式さえある。これに

よって「TVCM については音声で『素材を同定する』」ことによって、CM 素材別の接触

回数を測定することも実用化されている2）。

　こう考えれば、室内のスピーカーという名の「マイク」は、24時間365日、家庭内の音声

を「聴いている」のである。記事番号 2 、 3 では、そのようにして収集された家庭内会話

が流出したことに触れられている。記事番号 1 はスピーカーの「マイク」が直接音声で広

告を語り始める危惧を言うが、広告以上に把握されるデータが「問いへの答えを都合よく

変換させる」ような高度な（まさに AI でありロボットである）テクニックがより問題で

あろう。記事番号 4 では「利用者の気持ちを先回りして買い物などを提案する（Iot〔Internet 

of  things、モノのインターネット結線〕による）『夢の機械』になる半面、常に誰かに生活

を把握される薄気味悪さ」と書き、直接そのリスクを指し示している。「スピーカー

（speaker）」という名で「収音機（sound collection apparatus）」であることが隠されてい

るのである。

　こうした記事に接する際、我々はもっと「保守的」になってもいい、と思わざるを得な

いが、その思いすら忘却されやすいのが、昨今の各社の攻撃的なマーケティングである。

 1）  2018年12月 1 日号の『チェーンストアエージ』（p.92）によれば、アメリカでのスマートスピーカーの普及率は
25％、日本10％との推定がなされ、記事番号 4 との整合性がある。また2018年 5 月22日号の『エコノミスト』

（p.21）によれば、調査方法は不詳であるが日本でのスマートスピーカーの市場シェアはアマゾン70.6％、グー
グルホーム23.8％とされる。

 2）  ウエブマガジン『Markezine』（翔泳社）（2015/03/26 08：00配信）記事「ALBERT とエヴィクサー、ビッグデ
ータ分野で提携～TV やオフラインコンテンツ接触後のデータ活用へ」によれば、「テレビ、ラジオ、紙媒体、
OOH メディア等から発せられた音を、スマートフォン等のマイクを通じて取得し、内容を自動的に分析すること
でリアルタイムに様々な連動アクションを起こすことが可能な『ACR（自動コンテンツ認識）技術』を有する。」
とされる。
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2 ．Facebook スキャンダル

5 フェイスブック・ショックの深度　米州総局　山下晃
19日の米国株式市場は総崩れとなった。ダウ工業株30種平均は前週末比335ドル

安に沈んだ。フェイスブックを巡る個人情報の不正利用問題を巡る懸念を起点に
「ビッグデータ」ビジネス全体へ波紋が広がった。IT（情報技術）企業の成長に依
存してきた米株市場にとって問題は根深い。
個人情報の不正利用問題でフェイスブックへの逆風が強まる＝ロイター　　
　発端はイギリスに本社を置く政策コンサルティング会社、ケンブリッジ・アナ
リティカ。同社がフェイスブック上の個人情報を自らの政策アドバイスに活用し
ていたとされる問題だ。
　英国の欧州連合（EU）離脱を巡る国民投票で離脱派を支援し、成果を上げたケ
ンブリッジ社は2016年の米大統領選でトランプ陣営についた。ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（SNS）を利用し、陣営に有利なニュースや広告をネッ
ト上で効率的に流布するなどのアドバイスを手がけたとされる。
　同社の設立時に世界で最も成功しているコンピューターを駆使して投資をする
クオンツヘッジファンドの一つ、ルネッサンス・テクノロジーズの元共同最高経
営責任者（CEO）のロバート・マーサー氏が資金を提供したのは運用業界では有
名な話しだ。バノン元首席戦略官も幹部に名を連ねていた。トランプ陣営が大統
領選で勢いをつけたのはバノン氏とケンブリッジ社を取り込んでからだ。
　そのケンブリッジ社がフェイスブック上の5000万人を超すデータを活用してい
た実態が元社員によって告発された。米議会や英情報コミッショナーなどが調査
に乗り出す姿勢を表明。フェイスブック株は一時 8 ％超下げる急落を演じた。
　ケンブリッジ社がハッキングしたわけでもフェイスブックが情報を漏洩したわ
けでもない。フェイスブック上で通常やり取りされているデータを規則を超えて
活用した。これが問題視されると、個人のデータを分析し効率的に広告出稿する
ビジネスモデルそのものが危機にさらされる。フェイスブックのライバルのスナ
ップチャット株も大きく下落した。

（中略）
米 IT 企業が抱える膨大な個人情報と活用の仕方を巡り社会が納得する落としど

ころはどこか。こうした議論と無縁なのは個人情報が政府に渡ることもいとわな
い中国市場を地盤とする中国ネット勢だけ。個人情報のあり方を巡る議論の高ま
りは、短期的に米 IT 企業の勢いをそぐ可能性もあるが、成長の持続性の観点から
は目を背けられない。米株市場の先行きをも左右する。

フェイスブ
ックのター
ゲティング
の政治広告
利用

2018/ 3 /20 
5 ：57　日本
経済新聞　電
子版

6 コラム：フェイスブック CEO、公聴会で犯した「痛恨のミス」
［ニューヨーク　11日　ロイター　BREAKINGVIEWS］－同社の米フェイスブ

ック（FB.O）の株価は、ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）による議会証言
を好感して大幅に上昇した。データ利用法について上下両院の議員らが浴びせた
質問は、概ね要領を得ない内容だった。このことは、同社が難を逃れたというよ
り、むしろリスクが高まったことを意味している。

多くの議員はフェイスブックの仕組みをほとんど理解していなかった。ユタ州
選出のオリン・ハッチ上院議員（84）は、同社が広告で収入を得ているのを知ら
ない様子だった。また、同社が携帯電話のマイクをターゲティング広告に利用し
ているのはなぜか、と質問した議員が複数いたが、そうした実態はない。

各議員の質問時間が上院 5 分、下院 4 分と限られていたこともあり、ザッカー
バーグ氏は余裕で切り返すことができた。これを見た投資家は、フェイスブック
が今後も小幅な変更を加えるだけで自主規制を続けられると受け止めた。

しかし、過去に行われた住宅ローンや営利教育、医療制度を巡る議会公聴会で
も、今回と同様の誤解や無知が露わになったが、だからといってその後規制が導
入されなかったわけではない。フェイスブックを含む一連の公聴会で露わになっ
たことがもう 1 つある。すなわち、金融であれデータ利用であれ、専門家は、一
般人にはとうてい受け入れ難い業界標準の慣行に慣れ切ってしまうということだ。
公聴会でその慣行が明らかになったが最後、しばしば採られる対応は新法の施行
だ。

ザッカーバ
ーグ、平均
的なユーザ
ーは、個人
情報保護に
関する利用
規約を読ま
な い こ と
と、フェイ
スブックが
自社サイト
上のコンテ
ンツに責任
を負ってい
ることを認
める

2018年 4 月12
日 ／ 12 ： 27　
ロイター配信
R o b e r t　
Cyran コラム
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ザッカーバーグ氏が大きな功績を残してきたのは事実だが、公聴会では、所詮
は別世界の住人であることが印象付けられる場面もあった。フェイスブックは独
占企業かと問われた同氏は「私にはそういう感じがしない」と答えて失笑を買っ
た。同氏はまた、ユーザーはターゲティング広告を好むためデータ収集は有用だ
と述べたが、調査ではユーザーがこうした広告を不気味に思っていることが分か
っている。

ザッカーバーグ氏は大きな代償を伴いそうなミスを 2 つ犯した。平均的なユー
ザーは、個人情報保護に関する利用規約を読まないことと、フェイスブックが自
社サイト上のコンテンツに責任を負っていることを認めたのだ。これらの発言は、
インターネット企業が往々にして弁解に使う 2 つの論点と食い違う可能性がある。
つまり（ 1 ）ユーザーはデータがどう利用されるか分かっている（ 2 ）ネット企
業が提供しているのはプラットフォームだけで、それを利用するのは他の人々だ
―という弁解だ。

これにより、個人情報利用の規約にもっと明確な条項を盛り込むよう義務付け
る法令の制定、あるいは規制の強化に道が開かれた。新法を制定する場合にはお
そらく、欧州連合（EU）が来月施行する厳しい法令に似た内容となるだろう。
●背景となるニュース
＊フェイスブックのザッカーバーグ CEO は11日、米下院エネルギー・商業委員会
の公聴会で、消費者データの利用について証言した。10日には上院の司法委員会
と商業科学運輸委員会の公聴会で証言した。

7 ○原口委員　本当に、時間が把握されていて、意識の問題に逃げちゃだめだと思
うんですよ。現実に、現場の誰が責任を持ち、どのような労務管理をしていたか
といったことを明らかにしない限り、このことはまた起こってしまう。大変な、
三十一歳という若さでこの世を去らなければいけなかった、その思いを考えても、
答えにならぬということを申し上げて。
　そして、委員長にお願いをしたいと思いますが、この通告をしてからきのうの
間に、二つの大きなことが明らかになりました。
　一つは、フェイスブック。SNS が、多くの日本の国民も利用されていますけれ
ども、情報発信のツールというよりも、むしろ個人情報を掌握されるツールにな
っていたのではないか。これはアメリカの議会もヨーロッパの議会も大きく揺る
がしています。
　ぜひ、個人情報、ICT のそういう、ベンダーといいますか、SNS の提供者につ
いての参考人を呼んで集中審議をしていただきたいと思います。

国 会 で
「SNS の 提
供者を参考
人として集
中審議を」

（元総務大
臣原口一博
委員発言）

第196回国会　
総 務 委 員 会　
第 5 号
平成三十年三
月 二 十 二 日

（木曜日）議
事録

8 フェイスブック 失態再び　ユーザー情報、最大5000万人ハッキング　データ危機
管理に穴
【シリコンバレー= 中西豊紀】米フェイスブック（FB）でデータ管理のもろさ

が再び露呈した。今春に最大8700万人分の情報流出が発覚したばかりだが、新た
に約 5 千万人のアカウントが影響を受けるハッキングを受けた。欠陥は 1 年以上
見過ごされていたとみられ、個人情報が悪用される恐れがある。社会インフラと
なったネットサービスは今や世論操作にも使われるなど安全保障上の懸念材料だ。
大量のデータで稼ぐ企業の「危機管理」が問われる。

フェイスブックは28日、外部によるハッキングにより最大 5 千万人分のアカウ
ントが「乗っ取り」に遭う恐れがあると発表した。被害を受けるかもしれない人
も含め最大 9 千万人のアカウントを一時的にログアウトした。日本人が含まれて
いる可能性もある。

他のユーザーが自分のページを見た際のイメージを表示する「ビュー・アズ」
と呼ぶ機能でソフトの脆弱性が見つかった。2017年 7 月に新たな機能を加えた際
に欠陥が生じたといい、それ以降、ハッカーが「トークン」と呼ばれるデジタル
上の鍵を盗み取れる状態が続いたという。

同社のマーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）は28日、緊急の電話記
者会見を開き「問題を非常に重くとらえている」と陳謝。同社は「悪用があった
かは現時点で分からない」と説明する一方、パスワードやクレジットカード情報
が盗み取られるリスクはないとしている。
「マイクを直すのが先かな」。社内で問題が発覚した翌日の26日。ザッカーバー

グ CEO はカリフォルニア州サンノゼ市で仮想現実感（VR）の発表会を主催して
いた。マイクの誤作動をネタに会場の笑いを誘うなど平静を装ったが、本社は危
機のさなかにあった。

米フェイス
ブックでデ
ータ管理の
もろさが再
び露呈

2018/ 9 /30付
日本経済新聞　
朝刊
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同社はハッカーが名前や性別など個人情報にアクセスしようとしたことは把握
済み。ハッキングに特定の国家が絡んでいるのかなど詳細は調査中だが、なりす
ましメッセージによる金銭詐取や個人情報に基づく脅迫なども想定される。同社
は27日、米連邦捜査局（FBI）に被害を届け出た。

フェイスブックを巡っては、16年の米大統領選挙で最大8700万人の個人情報が
流出。ロシアの選挙介入に使われたことが判明し強い批判にさらされた。ザッカ
ーバーグ CEO は今春、「過ちを犯した」と認めた上で再発防止策を示した。それ
から半年で再び大規模な情報流出リスクが浮上したことで、同社への風圧はさら
に強まる。

米政界では SNS（交流サイト）への規制論が強まっている。
民主党でロシア疑惑の追及を続けるマーク・ワーナー上院議員は今回の問題を

受け「特定の会社にデータが集まっていることの危うさを示した」として徹底調
査を呼びかけた。同氏は SNS への規制論者で知られ、ザッカーバーグ CEO を呼
んだ公聴会の実施でも中心的な役割を果たした。

ニューヨーク州のバーバラ・アンダーウッド司法長官は28日、「ニューヨーク州
民は情報がどう守られているのか知る権利がある」とツイッターを通じてフェイ
スブックをけん制した。

逆風は米国にとどまらない。欧州連合（EU）
はプライバシー保護の新ルール「一般データ
保護規則（GDPR）」を 5 月に施行。フェイス
ブックは規則に基づき欧州本社を置くアイル
ランドに今回の問題を通知しており、調査が
進む見通しだ。

業績にも影響する可能性がある。フェイス
ブックのユーザー数は伸び率が鈍化している
ほか、不正コンテンツの監視要員増強などコ
スト負担も増している。 7 月には決算発表で
幹部が成長鈍化に言及すると株価が 2 割急落
したが、今回の問題を受け対策費の積み増し
を迫られる可能性もある。

子会社の写真共有サイト、インスタグラム
では24日に創業者が会社を去ると発表。個人
情報の扱いを巡って意見の相違があったとさ
れる。

個人から集めたデータで稼ぎながら、その
データをきちんと管理できない―。そんな
状況を白日の下にさらした 3 月以降のフェイ
スブック問題は、収束に向かう兆しが見えない。

　22億人といわれる「月間利用者数」を誇る史上最大のメディア Facebook も、日本とア

メリカでは生活の中の位置づけ、使われ方が違う。たとえば「ニュースの入手経路として

もFacebookはよく使われる3）」。またInstagramの自社子会社化やFacebookメッセンジャ

ー（LINE に相当、月間利用者数13億人）も持つ。むろん動画も Facebook の中に貼り付け

可能である。したがって、日本のユーザーに比べ、アメリカのほうがソーシャルメディア、

あるいは情報源というと Facebook を、少なくとも入り口として高いウエイトを置いてい

 3）  2018年 9 月10日付の Pew Research Center のサーベイ（全米電話調査回収4581サンプル）結果記事「News Use 
Across Social Media Platforms 2018」（ウエブ版）によれば、20％のアメリカ人が「たいていの場合（often）ニ
ュースを SNS から入手」、27％が「時々（sometimes）ニュースを SNS から入手」、21％が「めったに（hardly 
ever）ニュースを SNS から入手しない」と答え、日本のヤフーなり、スマートニュースなりの機能を SNS、とり
わけ Facebook が併せ持つことが推定される。
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る（Instagram 他全部の Facebook 傘下の月間利用者数の合計は月間26億人であるとの数字

もある4））。

　その学生ベンチャー創業者が「アメリカ連邦議会」に呼ばれ、個人情報の政治的なマイ

クロ・ターゲティングをトランプ政権側に有利に行った、というロシアン疑惑につながっ

た。その詳述は本稿の責をはるかに超える。とはいえ、政治がアメリカ同様に振舞ってい

ない（少なくとも大統領選におけるような額の資金が政治広告やイベントに投じられてい

ない）日本ではあるが、では企業は、というとどう考えればいいのだろうか。

3 ．ユーチューブの悲喜劇は始まったばかり

9 「白い粉」動画、収入は10万円　福井簡裁で被告人質問
　JR 福井駅近くの交番前で覚醒剤に見せかけた白い粉入りの袋を落として逃走
し、警察官に追跡させる動画が「ユーチューブ」に投稿された事件で、偽計業務
妨害の罪に問われた福井県越前市、自称広告業鹿谷大治被告（32）の公判が19日、
福井簡裁（小川正照裁判官）であった。被告人質問が行われ、動画再生による広
告収入が約10万円だったことが明らかになった。
　「ユーチューバー」を名乗っていた被告は昨年 8 月、「覚醒剤いたずらドッキリ」
と題した動画を投稿し、130万回以上再生された。広告収入10万円の使い道を検察
側に問われると、鹿谷被告は「銀行に入っている。まだ考えていない。放置して
いる」と述べた。
　動画投稿の目的は、覚醒剤撲滅を啓発することと、固定視聴者であるチャンネ
ル登録者を増やすことの半々だったと語った。
　被告は簡裁から受けた罰金40万円の略式命令を不服とし納付せず、正式裁判に
移行した。

Youtube 広
告収入のた
めの自作自
演で偽計業
務妨害

福 井 新 聞
ONLINE2018
年 3 月 20 日 
午前 7 時10分

10 ユーチューブ「儲け指南」ご用心　消費者庁が事業者公表
　「ユーチューブの15分の作業で最低月収50万円」などの虚偽のうたい文句で、ネ
ット経由で送られるユーチューブでのもうけ方マニュアルの販売や有料コースへ
の勧誘をしたとして、消費者庁は26日、消費者安全法に基づき事業者名、イメー
ジ（東京都渋谷区）を公表。注意を呼びかけた。マニュアルの購入者は約5000人
で、うち約1300人が有料コースの代金を支払い、計 3 億円を集めていた。
　消費者庁によると、イメージ社は2017年 6 ～12月に自社のウェブサイトやソー
シャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で、キャッシュバックがあるから
安心といい、5000～ 1 万7000円のマニュアルを販売。さらに、10万～130万円の有
料コースに入れば確実に稼げると、しつこく勧誘していた。しかし、実際にユー
チューブで収益を上げるのは難しかった。
　全国の消費生活センターに相談が99件寄せられ、被害総額は1700万円に上る。
サイトには「78歳の○○さんも稼いでいます」との体験談も載せ、被害者は10～
70代に及んだ。イメージ社は消費者庁に対して「もうけたかった」と虚偽を認め、
サイトを昨年末で閉鎖した。
　消費者庁は「誰でも簡単に稼げるといった説明を見たら、まずは疑い、契約前
に冷静に考えてほしい」としている。【岡礼子】

ユーチュー
ブでの儲け
方について
の情報商材

毎日新聞2018
年 4 月 26 日 
19時39分（最
終更新　 4 月
26日　20時22
分）

　2018年のニールセン・デジタル・コンテント・レイティングス調査によれば、 2 歳以上

の日本人の50％が月間一回以上 YouTube に接触しているという。この月間リーチは、同

 4） 『週刊東洋経済』2018.12.22号、p.44。この号は「GAFA 全解剖」と銘打つ特集号。
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調査によれば Yahoo、Google（各54％）に次ぎ「第 3 位」である（ちなみに第 4 位は LINE、

第 5 位以下は、楽天、Facebook、Amazon、Twitter、Instagram、Wikipedia と10位まで

となる）。

　その巨大プラットフォームの中のコンテンツには様々な動画があるものの、YouTube と

いう仕組みによって新たに始まった、誰もが参入可能に見えるニュービジネスがユーチュ

ーバーである。この中で有名ユーチューバーのマネジメント等を行う最大手企業と目され

る UUUM 社は、2018年 5 月期の売上120億円、営業利益9.1億円とされ、所属ユーチュー

バーの合計の動画再生回数が 3 か月で94億回に上ると発表されている5）。

4 ．EU の GDPR（一般個人情報規則）の施行

　2018年ネット最大の出来事は 5 月の EU の GDPR（一般個人情報規則）の施行である。

GAFA 各社が「狙い撃ちにされた」との見方もあるが、そういった巨大企業すら対応に慌

てることとなった（記事番号12、13）。その後 9 月に日本は「例外」とされた（記事番号

16）が、一貫して日本企業は「EU でのビジネスを行っている企業の個人情報取り扱い手

続きが煩瑣になった」といった理解に留まったと言えよう。

　もちろん、「個人」や「プライバシー」というヨーロッパ的・近代的なコンセプトが、は

じめて包括的にそのまま巨額の罰金、罰則を伴うルールとなっただけに、その理解は単純

ではない。

　武邑（2018b）は GDPR を「個人の尊厳」、EU の「人権憲章」の直接の表れであるとす

るし、武邑（2019a）では、もっと直截にナチスと旧東ドイツにおける秘密警察による個人

情報管理の同時代の記憶が GDPR を突き動かしていると指摘されるのである。

11 欧州で米紙サイト閲覧停止　個人情報保護の新規則影響
　【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）が個人情報保護を強化する「一般データ
保護規則（GDPR）」を施行した25日以降、一部米メディアのウェブサイトが欧州
で開けなくなった。各サイトは閲覧者の情報を集め、広告掲載などに利用するが、
個人情報の域外移転を原則禁じる新規則への対応が遅れ、一時閲覧を停止したと
みられる。
　閲覧できなくなったのは米紙ロサンゼルス・タイムズやシカゴ・トリビューン
など。
　ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストなどは閲覧可能。USA トゥデー
は EU からの閲覧者を、広告のないサイトへ誘導。「当サイトは個人情報は集めま
せん」との説明を掲載した。

2018/ 5 /27 
00：18　共同
通信社

 5） 『週刊東洋経済』2018.10.20号、p.34。記載データ。
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EU、GDPR の次はクッキー法　プライバシー保護　
　欧州連合（EU）で 5 月に施行した一般データ保護規則（GDPR）に続き、新た
なプライバシー法が準備されている。「通信の秘密」の保護を強化するルールで、
その内容から「クッキー法」とも呼ばれる。ネット広告など幅広いオンラインサ
ービス企業が影響を受ける。日本企業も対応を迫られる見通しだ。
　新ルール「eプライバシー規則」は2017年 1 月に欧州委員会が案を公表した。個
人データ保護全般の原則を定めた GDPR に対し、電子通信のプライバシー保護を
定める特別法の位置づけだ。
　現行の「e プライバシー指令」に代わり、域内に直接効力を持つ「規則」に格
上げされる。GDPR との同時施行を目指していたが、厳しい内容に事業活動への
影響を懸念した企業から反発が巻き起こり、先送りされてきた。
　規則案は通信データをやりとりする個人や法人の通信当事者（エンドユーザー）
を保護するために、データを取り扱う事業者を規制する内容。EU のプライバシ
ー保護ルールに詳しい中崎尚弁護士は「当事者以外が通信データを処理すること
を原則禁止する。何らかの処理をする場合には当事者の同意をとる必要がある」
と説明する。
　ここでいう通信データには音声や文章の内容だけでなく、「メタデータ」と呼ば
れる付随情報（通信の日時・場所などの情報）も含む。事業者は最終的にデータ
を消去あるいは匿名化して特定できないようにしなければならない。
　ネットサービスの多様化にあわせ、規制対象も広げる。現行の指令で対象にし
ている通信会社などの通信事業者に加え、メールやチャットなどネット上でメッ
セージや音声サービスを提供する事業者も加わる。

EU、GDPR
に続きクッ
キーの規制
も法制化へ

2 0 1 8 / 7 / 1  
17：00　日本
経済新聞　電
子版

　米グーグルは無料メールサービスの G メールの文面分析を使った広告配信サー
ビスを17年で停止している。生貝直人・東洋大学准教授は「今後はほかの事業者
も対応を迫られるだろう」と話す。人工知能（AI）スピーカーのデータを使った
広告配信も規制対象となりそうだ。
　規則案で焦点なのがネット上のクッキーの利用規制だ。オンラインビジネスを
収益面で支える広告配信サービスに影響するからだ。
　クッキーはウェブサイトの閲覧履歴など利用者の足跡を記録するもの。サイト
運営者は利用者のブラウザーに保存されたクッキーをもとに閲覧状況を追跡・分
析できる。個人の関心を分析して広告を配信する「ターゲティング広告」には欠
かせない技術だ。
　クッキーをもとに利用者を識別する際には現行の指令は同意を得るよう求めて
いる。規則案は利用者のログイン情報の保存にクッキーを使う場合など一部で同
意を不要とする一方、それ以外で同意なく使えば巨額の制裁金の対象になる点を
明確にした。
　GDPR でもクッキーは保護される個人データに挙げられているが、規制案は必
要な手続きや制裁リスクを明示した格好で、「事業者は逃げ道がない」（生貝氏）。
サイト運営者などはクッキー活用で慎重さが求められる。
　規則案には修正案が複数出され、内容は流動的な面もあるが、EU 各国の個人
データ保護の監督機関が集まる欧州データ保護会議は 5 月に「迅速な採択を」と
求めた。成立すれば 1 年後に施行される。
　EU向けにサービスを手掛ける日本企業も対応を迫られる。日本企業はGDPRへ
の対応が遅れ気味だが、新規則への対策も考える必要がありそうだ。（児玉小百合）

12 Facebook、プライバシー設定の確認を全世界ユーザーに要請
Facebook は、今週から全世界のユーザーに対してプライバシー設定の見直しを

促すプロンプトを Facebook アプリ内に表示する。そこでは広告ターゲティング
から顔認証まで、Facebook が様々なプロダクトでユーザーの個人データをどのよ
うに使っているかを確認するようユーザーが依頼される。

この改訂規約とユーザー設定の確認は、新たに制定されたデータプライバシー
規制である GDPR を受けて EU のユーザーに配信されたものに準拠している。

ただし EU ユーザーは、Facebook を使い続けるためには新しい利用規約に同意
しなくてはならない。このことは Recode がヨーロッパで使用されているものと
全世界で表示されるものとの違いを Facebook に質問した結果判明した。

それ以外の地域では、プロンプトを 2 回やり過ごしたユーザーは自動的にオプ
トインされる。

しかし、そのウィンドウをあわてて閉じる前に、Facebook が何をお願いしてい
るのか見てみるのもいいだろう。

Facebook
の GDPR
対応、 EU
以外は「 2
回やり過ご
しで自動的
にオプトイ
ン」

2018/ 5 /25 
16：00　
Engadget  日
本版
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新しいプロンプトはニュースフィードを開いたときに表示され、広告、顔認証、
およびプロフィール画面で公開することを選択した情報について詳細を確認できる。

たとえば、自分の宗教や政治的見解、交際情報などを人目にさらすのをやめた
くなったら、その場で設定を変更できる。

個人情報の確認を進めていくとそれぞれの画面で、どんなデータが収集され、
どのように使用されているかが説明されるので、Facebook の情報利用についてよ
りよい判断ができる。

具体的には、この機能に含まれている情報は以下の通り。
Facebook が関連性の高い広告を見せるために、パートナーから受け取ったデー

タをどう使っているか。ユーザーが公開するように設定した政治、宗教、交際に
関する情報。Facebook が顔認証をどう使っているか、およびプライバシーを守る
ための機能の説明。利用規約、データポリシー（ 4 月に発表された）の改定内容。

このうちすでに無効化したものがあれば、その情報は表示されず、再び有効に
するように促されることもない。

設定は変更後直ちに反映され、その後はプライバシー設定またはプライバシー
ショートカットからいつでも変更できる。

GDPRはEUのユーザーデータを保護することを目的としているが、Cambridge 
Analyticaスキャンダル（8700万ユーザーのデータが盗まれた）のためにFacebook
はユーザーの信頼を裏切ったとして批判の的になっている。こうしたスキャンダ
ルや GDPR からの要求に応じて、現在 Facebook はユーザーデータのプライバシ
ーの扱いを大幅に見直している。

新しい体験は今週からニュースフィードに登場する。
（翻訳：Nob Takahashi /  facebook）

13 Google と Facebook、GDPR 施行初日にさっそく提訴される
欧州連合（EU）が GDPR（一般データ保護規則）を施行した 5 月25日（現地時

間）、プライバシー保護のための非営利団体 noyb が、米 Facebook とその傘下の
Instagram と WhatsApp、米 Google を GDPR を侵害するとして提訴した。　

GDPR は個人情報の収集を禁じてはいないが、個人情報を収集し、それを処理
する場合は、個人の同意が必須であり、また、サービス提供に必要不可欠な情報
以外（例えばターゲティング広告のための情報）の収集については、同意しなく
てもサービスを利用できるようにするよう定めている。

noyb（none of your business の略。企業は個人のプライバシーに干渉するな、
という意図からくる）を率いる弁護士のマックス・シュレムス氏は発表文で

「Facebook はポリシーに同意しないユーザーのアカウントをブロックまでした。
ユーザーは同意ボタンを押すか、アカウントを削除するかのどちらかを選ばなけ
ればならず、これは自由選択とは言えない。これでは北朝鮮の選挙と同じだ」と
語った。

Google と Facebook は英 Guardian などのメディアに対し、それぞれこの件に関
する声明文を送った。

Google は「過去18カ月間、われわれは、EU で提供しているすべてのサービス
について、ユーザーに有意義なデータの透明性とコントロールを提供するために、
製品、ポリシー、プロセスを更新するための措置をとった」としている。

Facebook は「われわれは GDPR の要件を満たすために過去18カ月間準備して
きた。ポリシーをより明確にし、ユーザーがプライバシー設定を簡単に見つけ出
し、情報へのアクセス、ダウンロード、削除のためのツールを改善した」と語っ
た。

noyb のシュレムス氏は2013年、EU の欧州委員会が米国と締結していたセーフ
ハーバー協定（米国企業はデータを欧州から米国に移行できる）は無効だという
訴訟を起こし、2015年に無効判決を勝ち取ったことで知られる。［佐藤由紀子，
ITmedia］

Google と
Facebook、
GDPR 施行
初日にさっ
そく非営利
団体から提
訴される

I T m e d i a 
NEWS
2018年05月27
日　 8 時37分 
公開
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14 GDPR 施行で混乱、EU のアクセスをブロックするメディアも
一般データ保護規則（GDPR）が 5 月25日に施行され、欧州に居住する人のデ

ータをぞんざいに扱う企業に対し、巨額の罰金が課される恐れが出ている。
今後、（欧州だけでなく）いかなる地域に所在する企業であっても、以下の規則

を守らなければならない。
・ EU（欧州連合）市民の個人データを集める際には同意を得て、そのデータが何

に使われるのかを説明する
・ EU 市民の要求に応じ、当該する個人データを見せ、修正させ、また消去させる
・ EU ユーザーが自分のデータを他の企業に移しやすくする

規制当局から GDPR の不履行を是正するよう要請を受けた場合、無視してはな
らない。また、個人データなどにセキュリティ侵害があった場合は、72時間以内
に報告しなければならない。多くの企業は、新しい体制への準備が万全ではない。

最も重い違反者に対しては、最高で2000万ユーロ（2300万ドル）あるいは、前
年度売上高の 4 ％のいずれかの高い方の罰金が課される可能性がある。深刻性が
軽い場合の罰則は、もう少し軽くなる。

米国の複数のメディア・グループは罰金のリスクを避け、すでに EU 域内のユ
ーザーをブロックしている。GDPRはまた、フェイスブックのようなソーシャル・
メディアにも多大な影響を与えている。フェイスブックは利用者にプライバシー
設定をアップデートするよう呼びかけている。プライバシー保護の活動家は既に
フェイスブックとグーグルを相手取り、訴訟を起こしている。

欧州の厳しい基準が、米国や他の国々のデータ保護政策の策定に影響を与える
可能性がある。
マーティン ジャイルズ［Martin Giles］

GDPR 施行
で 混 乱、
EU のアク
セスをブロ
ックするメ
ディアも

MIT 
Technology 
Review 日本
版
2018.05.28

15 初日から「個人情報の壁」EU 新データ規制、一部サイト停止
欧州連合（EU）が個人データの保護を大幅に強化する「一般データ保護規則

（GDPR）」を施行した。初日の25日には情報利用に関する確認のメールが個人に
殺到したほか、米国の一部メディアがニュースサイトを閉鎖するなど混乱もみら
れた。対策を終えていない日本企業も多く、当面は世界で最も厳しいとされる規
制対応に追われることになる。

ドイツでは24日深夜から25日にかけ、市民のもとに個人データの利用やメール
配信継続の同意を求めるメールが殺到した。独メディアは GDPR の施行を大々的
に報じ、経済紙「ハンデルスブラット（電子版）」では「GDPR について重要な10
の質問」との記事が最も読まれた。
　「駆け込み」とみられる企業の対応も相次いだ。ある米国の Q ＆ A サービスは、
25日の午後 6 時になって「25日時点でサービスを使用している場合は新しいプラ
イバシー規定を承諾したものとする」とのメールを送付。別のサイトでは同意す
るためのリンクが正常に動作しないなど、突貫工事ぶりが目立つ。
　企業のビジネスにじかに影響する事例も出始めた。シカゴ・トリビューンなど、
米新聞大手トロンク（旧トリビューン・パブリッシング）傘下のニュースサイト
が閲覧できない状況になった。
　新規制への対応が間に合わず、違反に伴う制裁金や訴訟などのリスクを避ける
ため、一時的にサイトを閉鎖したとみられている。米 USA トゥデーは EU 域内向
けに、広告をすべて削除した専用サイトを用意した。
　今回の新規則で企業が神経をとがらせるのが、「クッキー」と呼ばれるデータだ。
　ウェブサイトの閲覧履歴など利用者の足跡を記録するもので、サイト側はこの
情報をもとに利用者を識別。個人の好みや関心を分析し広告を打つ「ターゲティ
ング広告」に不可欠な情報だ。GDPR はこのクッキーについて、個人を識別しう
るデータとして規制の対象にした。
　ウェブサイトの運営企業が EU 域内のネット利用者に対してサービスを提供す
る際、クッキーを活用するには目的を説明し、明確な同意を得なければならなく
なった。サイト上でクッキーの活用について同意を求める表示が頻発するのはこ
のためだ。
　好みに応じた広告を嫌う利用者は、広告にクッキーを利用することを拒否でき
る。この場合、企業はターゲティング広告を配信できない。初めてサイトに訪れ
た利用者と同様に、好みや個人の属性と無関係な広告を表示することになる。広
告の効果が下がる可能性が高い。

GDPR 初日
米国の一部
メディアが
ニュースサ
イトを閉鎖
などの混乱

2018/ 5 /27付
日本経済新聞　
朝刊
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　ターゲティング広告は米フェイスブックやグーグルなど多くのネット企業の収
益源だ。広告効果が下がると広告主が出稿を敬遠したり、値引きを要求したりす
る事態も想定される。広告収入を元に無料サービスを提供するサイトも多く、ク
ッキーの利用を拒む消費者が増えれば無料モデルは転機を迎える。
　日本経済新聞がこのほど日本の主要100社を対象に実施した調査では、8 割が対
策を完全に終えていないと答えるなど、日本企業も対応が急務になっている。

（フランクフルト＝深尾幸生、東京＝島津忠承）

16 EU 個人データ、域外移転の禁止　日本は例外に　
年末までに正式承認へ【ブリュッセル = 森本学】

欧州連合（EU）の欧州委員会は 5 日、EU 域内の個人データの域外持ち出しを
例外的に認める移転先として、日本を承認する手続きに入った。年末までに正式
承認される見通し。EU は 5 月に域外への個人データの持ち出しを原則禁止する
一般データ保護規則（GDPR）を施行。違反した場合は高額の制裁金を科す仕組
みを導入していた。データ持ち出しを EU が認めれば、日本企業は制裁リスクや
事務負担の軽減を期待できる。
「データが安全に移転される世界最大のエリアが形成されることになる」。欧州

委で個人情報保護を担うヨウロバー欧州委員は 5 日の記者会見で力を込めた。今
後、EU 加盟国のデータ保護機関の代表らでつくる「欧州データ保護会議」の意
見聴取、加盟国政府や欧州議会との協議を経て、日本へのデータ移転の正式承認
を「年末までに終えたい」と語った。

EU は 5 月に施行した GDPR で、EU にノルウェーなどを加えた欧州経済地域
（EEA）の域外に個人データを持ち出すことを原則禁止。適切な対応を怠り、違
法だと判断されれば、最大2000万ユーロ（約26億円）か世界での年間総売上高の
4 ％のいずれか高い方の制裁金を科される。日本企業や団体が制裁リスクを避け
て個人データを持ち出すには、現状では個別の対応で持ち出し禁止の「例外措置」
を取得しなければならない。

ただ EU には、データ移転先の国・地域の個人データ保護の水準が「EU 並み
だ」と判断した場合は、域外持ち出しを例外的に認める「十分性認定」という仕
組みがある。これまで認定されたのはスイスなど約10カ国・地域だけだったが、
EU は 5 日、日本にも認める手続きに入った。認定されれば、日本企業は円滑に
EU から個人データを移転できるようになる。

GDPR 域外
持ち出し例
外に日本も

2 0 1 8 / 9 / 6  
18：27日本経
済新聞配信

日本側も個人情報保護委員会が10月にも EU を移転先として正式認定する方針
で、日欧間で個人データを相互に円滑に移転できる枠組みが年内にも発動する見
通しだ。

ただ「十分性認定」が認める GDPR の例外措置は、EU から日本への個人デー
タの「持ち出し」のみ。個人データの「処理」を巡って、日本企業は引き続き
GDPR に基づく義務の履行が求められる。例えば EU 域内で個人データを取得す
る場合には利用目的を明確に示して同意を取るなどの手続きが求められる。

さらにアジアなどで事業展開する日系企業も注意が必要だ。日本が十分性認定
を受けても、EU の十分性認定を受けていない第三国・地域へのデータ持ち出し
は認められないためだ。アジアなどの拠点が EU 域内の従業員の個人データを入
手する場合などは GDPR にのっとった厳格な対応が引き続き求められる。

5 ．アマゾンの強み

　2018年の世界的なベストセラーであるスコット・ギャロウェイ（2018）においても、ア

マゾンは「ラストワンマイル」の物流が可能な唯一の企業として語られている。小売企業

としてアマゾンは「あらゆるモノ・サービス」の販売が可能であるから、その影響の大き

さは、業績や株価の低迷、不振にあえぐ企業が増え、「アマゾンが全てを飲み込む」という



アド・テクノロジーが社会問題である場合についての覚書（3）  （水野）

― 63 ―

意味で「アマゾン・イフェクト」6）と名付けられ、影響が及ぶ業界の多さが言われている。

記事番号17はその一つである「トイザらスを破滅させた」記事である。

　日本におけるアマゾンは 1 兆 4 千億円程度の売り上げ（2017年度、全世界での21兆円余

の6.7％、 1 USD＝120円で換算）、であると同社の公開財務データで分かるが、子細なセ

グメントデータは分からないことが多い。北米以外の EC（Electro Commerce）は 6 兆 5

千万円と公開されるが、たとえばそのうちの「日本の書籍」は 1 兆円を超え、Amazon が

すでに日本最大の書店となっている可能性が大であるが公式には不明である。

　したがって、様々な記述からの推論ということとなるが、おそらく「日本の Amazon ユ

ーザーにとっては、Amazon はまだネット書店がそれ以外のものも売り始めた」という認

識であるのに対し、欧米のユーザーは「ファッション、雑貨、食品、コンテンツ」等全般

の巨大小売業として認識されているのである。記事番号18では Always-on（いつもネット

につながっている）の消費者が Amazon の One-click を、いつでもどこでも使っている様

が調査結果データとして語られている。記事最後に「スマートスピーカー」への言及もあ

る。

17 トイザらスを破滅させた「アマゾンとの10年契約」
かつて玩具業界の巨人と言われたトイザらスが 9 月18日、米連邦破産法11条の

適用を申請して破綻した。負債総額は約52億ドル（約5800億円）と報道されてい
る。

アマゾンでの玩具の売上が、2016年に四半期あたり40億ドルまでに膨らんだ一
方で、トイザらスは2013年以降、利益を生み出せていなかった。ただし、トイザ
らスにも失地回復のチャンスはあった。もう少し早めに手を打っていれば、この
ような結果は避けられたかもしれない。

世間がドットコムバブルに沸いた2000年、アマゾンとトイザらスは10年契約を
結んだ。これはアマゾン上でトイザらスが唯一の玩具の販売業者となる契約で、
トイザらスの公式サイトをクリックするとアマゾン内のトイザらス専用ページに
飛ぶ仕掛けになっていた。

この取り組みは当初、アマゾンとトイザらスの両社にメリットをもたらすと見
られていた。しかし、アマゾンはその後、トイザらスが十分な商品を確保できて
いないことを理由に、他の玩具業者らをサイトに招き入れ始めた。

トイザらスは2004年にアマゾンを提訴し、10年契約を終了させた。そして2006
年に自社サイトを立ち上げた。しかし、その後のトイザらスの動きは遅すぎた。

書店の Borders も同じ過ちを犯した。Borders も2001年にアマゾンにオンライ
ン販売を任せる契約を結び、2008年に契約を終了したが、その間にウェブのビジ
ネスをアマゾンに奪われた。アナリストは「彼らは未来を譲り渡してしまった」
と述べた。

米量販店のターゲットはこの罠にはまらなかった。ターゲットも2001年にアマ
ゾンに E コマースを任せる契約を結んだが、2009年に契約を解除。2011年に自社
の E コマースサイトを立ち上げ、年間25億ドルをテクノロジーとサプライチェー
ンに投資すると宣言した。ターゲットの E コマース売上はまだわずかなものでは
あるが、ウェブ経由の売上は四半期あたり30％増のペースで伸びている。

アマゾンの
強さ

2017/ 9 /20 
12：30　
FORBES 
Japan

 6）  同名の書籍、鈴木康弘（2018）『アマゾンエフェクト！――「究極の顧客戦略」に日本企業はどう立ち向かうか』
（プレジデント社）が刊行されている。
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その一方、トイザらスの場合は今年 5 月になってようやく、E コマース事業の
立て直しに向け、今後 3 年間で 1 億ドルを投じるとアナウンスした。しかし、彼
らの取り組みは遅すぎたとしか言えない。

破産申請を行ったトイザらスは今、同社のブランド名の存続を目指してはいる
が、「トイザらス」の商標は今後、他のオンライン業者の客寄せの看板として利用
されることになるかもしれない。

最新の統計では米国人の90％が今も実店舗で買い物を楽しんでいる。しかし、
小売業者を破滅に追い込むには、残りの10％が実店舗での購入をやめるだけで十
分だ。米国では今年に入り、靴の販売のペイレスシューソースや子供服のジンボ
リーらが相次いで破産した。

トイザらスがもっと早く、大きな投資をウェブ向けに行っていればこの事態は
防げたはずだ。しかし、トイザらスもまた他の小売業者と同じ破滅への道を歩ん
でしまった。
Parmy Olson，編集＝上田裕資

18 ネットショッピングはいつする？ 最も多いのは「仕事中」
モバイル端末を使用してネットショッピングをする人は、ますます増加してい

る。つまり、何か他のことをしながら買い物をする消費者が増えているというこ
とだ。

具体的には、何をしながら買い物をする人が多いのだろうか―興味深い点だ。
また、それを明らかにすることは同時に、ネット販売を行う各社のウェブサイト
をより良いものに変えることの手助けにもなる。

電子商取引向けのセキュリティー・ソシューションを提供する Namogoo が米
国で行った調査によると、消費者がネットショッピングと同時にしていることで
最も多いのは、「仕事」だ（恐らく想像どおりだろう）。回答者の57％以上が、仕
事中にネットで買い物をしていると答えた。

次いで多かった回答は、「家事の合間」（50.68％）、「実店舗で比較しながら」
（46.38％）だった。一方、「通勤の途中」と答えた人は20％未満だった。これは恐
らく、米国では大半の人が車で通勤しており、公共交通機関を利用する人が少な
いためと考えられる。
消費者はいつネットで買い物をしている―？
・仕事中／57.20％
・家事の合間／50.68％
・実店舗で比較しながら／46.38％
・料理中／31.82％
・外食中／21.88％
・移動中／21.72％
・通勤の途中／19.25％
・子供の課外活動中／8.75％
・運動中／6.76％
・車の運転中／6.21％
・犬の散歩中／5.97％

こうした現状において、「消費者にとっての素晴らしいネットショッピング体
験」のためには何が必要になるだろうか？回答者の最も多くが挙げたのは、「製品
のイメージが明確に伝わること」（87.62％）だった。次いで多かった答えは、「製
品に関するレビュー」（78.14％）、「製品に関する説明」（77.30％）だった。

ウェブサイトは全般的に見て、ビデオコンテンツを取り入れたものが急増して
いる。だが、ネットショッピングにおける重要な要素として動画を挙げた人は、
少数（20.94％）だった。
ネットショッピングの経験を向上させる要因は―？
・製品のイメージが明確に伝わること／87.62％
・製品に関するレビュー／78.14％
・製品に関する説明／77.30％
・精算プロセスが簡単／75.61％
・検索しやすい／69.33％
・シンプルなナビゲーション／55.83％
・自分のモバイル端末上で使いやすいこと／48.39％
・支払い方法／39.49％
・自分の好みや注文履歴、自分に関する情報が記録されていること／30.75％

Amazon の
ワンクリッ
クの強さ

2018/ 5 /27 
13：00　
Forbes 
JAPAN
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・製品紹介の動画／20.94％
精算のプロセスに関して、消費者が最も不満を持っているのはどのような点だ

ろうか？それは、同じ情報を 2 回入力しなくてはならないことだ。その他の不満
も全て、ウェブサイトの使い勝手に関連している。例えば、「戻る、をクリックし
ても前のページに戻れない」「注文内容の修正・変更ができない」「ナビゲーショ
ンが複雑」「入力すべき項目が多すぎる」などだ。

カートに商品を入れた後に精算プロセスを完了しなかった場合の理由として、
最も多くの人が挙げたのは「送料その他の料金」だった。そのほか、「サイト上の
機能に問題」「アカウントの作成に関する問題・セキュリテイーに関する不安」と
答えた人が多かった。

こうした回答から、アマゾンがなぜ今ほど多くの顧客を獲得できたか、その理
由が分かるだろう。多くのショッピングサイトで経験するような問題は、アマゾ
ンのサイトではほとんど起こらないのだ。
音声ショッピングの利用者も増加

モバイル技術が急速に普及する中で、消費者の行動も急速に変化している。マ
ーケティング担当者がいま検討すべき重要なことの一つが、音声ショッピングだ。

音声ショッピングの利用者が増加するにつれて、消費者が抱く不満も変化する
だろう。車での通勤途中に音声ショッピングをする人が大幅に増える可能性もあ
る。そうなれば、掲示板広告やラジオが消費者へのリーチに有効な手段として、
復活することになるかもしれない。

6 ．厚生労働省の医療業法規制では「HP も広告」

19 インターネット医療広告　160サイトで違反 厚労省が認定
　厚生労働省がインターネット上の医療機関の広告を調べた結果、160のウェブサ
イトが「絶対安全な手術」「10分間で10歳若返る」といった虚偽や誇大宣伝を禁じ
るガイドラインなどに違反していたことが 1 日までに分かった。違反を認定され
た広告は美容に関するものが多かった。
　同省によると、医療広告のネットパトロールは昨年 8 月から実施。今年 3 月末
までに違反を認定された160サイトには、計517の医療機関が施設名を載せていた
り、リンクでつながっていたりした。
　このうち、 7 つの医療機関が広告内容の見直しに応じなかったため、自治体に
通知された。今後、自治体が行政指導するか判断する。医療機関のホームページ
などを広告とみなし、虚偽・誇大宣伝を禁止する改正医療法が 6 月 1 日付で施行
された。厚労省は個人の体験談の掲載禁止など新ガイドラインを策定している。

悪質なイン
ターネット
医療広告厚
労省が摘発

2018/ 6 / 1 付
日本経済新聞　
夕刊

7 ．アドフラウド（広告詐欺）とその温床の「まとめサイト」

20 安全なサイトのみに広告配信　博報堂 DYMP など
　博報堂 DY メディアパートナーズは31日、安全なサイトのみにインターネット
広告を配信するサービスを始めたと発表した。消費者の好みに合わせた広告を配
信する技術が広がっているが、コンテンツの海賊版サイトやアダルトサイトなど
に配信されて、企業のブランドを損なうなどの事態を防ぐ。
　新サービス「エージェンシーホワイトリスト」は、ネット広告関連企業のデジ
タル・アドバタイジング・コンソーシアム（DAC）やプラットフォーム・ワン

（東京・渋谷）、イー・ガーディアンと共同で運営する。
　ネット広告では「運用型広告」と呼ばれる広告の需要が拡大しており、消費者
の関心の高い広告を自動で配信できる。一方、システムを介して機械的に配信先
を決めるため、不適切なサイトに配信されてしまうという問題も生じていた。
　博報堂 DYMP などは安全なサイトのホワイトリストを作って、リストに掲載さ
れたサイトのみに配信できるようにする。DAC は広告の掲載先となるサイトへの
助言事業も手掛ける考えだ。

ネットの運
用型広告の
自動露出も
広告会社が

「ホワイト
リスト」化

2018/ 5 /31 
15：25　日本
経済新聞
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21 安全なサイトにだけ広告　電通デジタル
電通のインターネット広告子会社、電通デジタルは 7 日、消費者の関心に合わ

せて内容を変える「ターゲティング広告」を、コンテンツの内容を厳格に管理し
ている安全なサイトのみに配信する仕組みを始めると発表した。まずテレビ朝日
などの動画配信サイトで実施する。性的表現や暴力表現のある不適切なサイトに
広告が表示されて企業のブランド価値が毀損されることを防ぐ。

電通デジタルが「プレミアム・ビュー・インストリーム動画広告」の名称で新
たなサービスを始める。ターゲティング広告は消費者の属性やサイトの閲覧履歴
などに応じた広告を配信するターゲティング広告が対象となる。

ターゲティング広告は消費者の関心に沿った広告を配信できる一方で、どのサ
イトに広告が表示されているかを把握しにくいという課題があった。2017年には、
グーグル傘下の動画投稿サイト「ユーチューブ」に掲載されている人種差別や過
激派組織「イスラム国」（IS）を肯定する内容の動画に、英国の公営事業や大手企
業の広告が自動的に配信されている事態が指摘され、多数の大手広告主が広告を
差し止めるという事態が起こった。

電通デジタルの新サービスでは、テレビ局などの企業によってコンテンツの内
容が管理されている配信先にのみターゲティング広告を配信する。「テレビ局が管
理しているコンテンツは、個人が投稿する動画に比べてクオリティーを保たれて
いる」（電通デジタルの村山亮太マネージャー）ため、広告配信による「炎上リス
ク」が小さくなる。

まず、テレビ朝日、朝日放送、毎日放送、関西テレビといった民放各社の見逃
し配信サイトと、ヤフーグループの動画配信サイト「GyaO！」が広告の配信先
として参加する。動画広告は番組の冒頭や途中に流れる広告枠に配信する。配信
先のサイトは今後も広げていく。

テレビ局側は自社のサイトで配信してもよいと判断した広告を選択することも
でき、自社の番組やブランドに適さない広告を排除できる。企業が広告枠を買い
取って掲載する通常の広告と併用して利用することもできる。これまでは売れ残
った広告枠は自社の番組宣伝などを流していたが、ここにターゲティング広告を
配信することで収益拡大につながる。

インターネットにつながっているテレビの視聴データを収集・分析する、電通
のサービスと連動させてターゲティング広告の効果を高めることもできる。例え
ば、同じ動画広告でも、テレビとネットなど複数の媒体で視聴すると商品の購買
意欲などが高まるとされており、消費者がテレビで見た CM をサイトでもう一度
見せるといった施策も可能になる。

2 0 1 8 / 9 / 7  
16：26　日本
経済新聞　電
子版

　アドフラウド（広告詐欺）は、広告業を「卸売り」に喩えうる「広告枠取り扱い」ビジ

ネスモデルが機械化・自動化する際の陥穽を直撃した。特定少数の新聞社や免許事業者で

ある放送局において、その取扱品目（編集記事内容、番組内容）の問題がないという前提

で「卸売り」ビジネスモデルは効率的に機能し、まだそのスピードは「ヒューマンスケー

ル」だったのだ。

　しかし「広告枠取り扱い」手数料に依存する「卸売り」業は、不良品、贋物の混入する

際にビジネスそのものが矛盾をきたす。なぜならば、不良品
4 4 4

、贋物の売り手からの手数料
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ビジネス
4 4 4 4

となるからである。この淘汰には多言を要さない。片山（2019）の言う「不良品

の検査は広告主がすべきなのか？」は、PC ソフトの業界がβ版を売って顧客に検査させて

いた状況を連想させ、控えめながらも正鵠である。
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8 ．海賊版サイト

22 カドカワ川上社長が語る　海賊版サイト遮断の必要性　
出版事業や動画配信事業を運営するカドカワの川上量生社長は日経 xTECH/ 日

経コンピュータの取材に応じ、著作権侵害コンテンツを多数掲載した海賊版サイ
トへのアクセスを遮断する「サイトブロッキング」を政府が2018年 4 月に容認す
るに至った経緯と、将来の望ましい法制度について語った。
■「表現の自由の侵害に当たらない」

サイトブロッキングの議論はコミックを中心にした海賊版サイト「漫画村」を
機に始まったことではなく、「 3 、 4 年前から必要性を主張していた」と川上氏は
明かす。だが、著作権を含む知的財産の保護に関する政府の会合などで議論を呼
びかけても、具体的な議論は進まなかったという。
　「海賊版は作品の泥棒であり、表現の自由の侵害に当たらない」。川上氏はカド
カワを通じて他の出版社にもブロッキングの必要性をこう説いて回った。だが出
版社は表現の自由を尊重する意識が強く、当時は賛同を得られなかった。
　こうした雰囲気が一変したのが、コミックスや小説などを扱う海賊版サイト

「Free Books（フリーブックス）」の登場だった。17年前半に存在が知られるよう
になり、複数の作家から出版社に「このままでは生活できなくなる」「作品を預け
ているのに、出版社は僕らの権利を守ってくれないのか」と猛クレームがあった
という。
　フリーブックスは広告も出稿せず、サイト管理者の意図は不明。一般にコミッ
クは動画よりもデータ量が小さく、比較的低コストでサイトを維持できる。「出版
社には対抗する手段がなかった」（川上氏）。フリーブックス登場以降、出版社は
ブロッキング容認に傾いた。
■「NTT を訴えさせてもらえないでしょうか」
　川上氏は17年10月、NTTの鵜浦博夫社長に問題について相談した。ブロッキン
グの必要性を訴えたうえで「NTT を訴えさせてもらえないでしょうか」と持ちか
けたという。
　川上氏の狙いは 2 つあった。 1 つは、訴訟を起こして、ブロッキングの必要性
について世論を喚起すること。もう 1 つは、コンテンツをアップロードした発信
者の情報開示を拒否する「防弾ホスティング」を運営する海外事業者などを通じ
て配信される海賊版サイトについて、ブロッキング以外に有効な代替策が無いと
判決文で示してもらうことだった。
　訴訟自体は負けても構わず、他に有効な代替策が無いことの証拠を積み上げた
かったという。「当時は CDN（コンテンツ配信ネットワーク）事業者に発信者情報
の開示を請求しても、発信者としての防弾ホスティング事業者を紹介されるだけ
で、その先にはたどれなかった。広告の出稿の要請は、コンテンツ業界は過去何
回かにわたって組織的に取り組んでいるが、限定した効果しかなかった」（川上氏）。
　川上氏は NTT の法務担当者ともブロッキングについて意見交換した。意図し
たのは「どうやって訴えれば、裁判官に踏み込んだ判決文を書いてもらえるか」
だった。ただ話し合いの最中に、政府の知的財産戦略本部でブロッキングの議論
が急展開し、訴える必要が無くなったと判断したという。
■漫画村が社会問題化
　「急展開」のきっかけになったとみられるのが、漫画村の社会問題化だ。同じく
サイトブロッキング実現に向けて政府に働きかけていたコンテンツ海外流通促進
機構（CODA）の後藤健郎代表理事は「17年末ごろから『小中学生の間で漫画村
がはやっている』と報じられるようになり、風向きが変わった」と証言する。

こうした状況で18年 2 月16日に開催された知的財産戦略本部検証・評価・企画
委員会コンテンツ分野会合（第 3 回）は、関係者が海賊版サイトの被害の実態や
対策、法的な問題について率直な意見交換を行うとの理由で非公開になった。川
上氏によれば、この会合を機に、知財本部などで「緊急避難によるブロッキング
が児童ポルノ画像には適用でき、著作権には適用できない、という議論自体がお
かしいのでは」との意見が相次ぎ出たという。

現在、ISP（インターネット接続事業者）は児童ポルノ画像についてサイトブロ
ッキングを実施している。インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した
リストなどを基に、ISP が自主的に取り組むものだ。

海賊版サイ
トのブロッ
キ ン グ は

「表現の自
由」の侵害
にあたるか
否か

2018/ 5 /31 
6 ：30　日本
経済新聞　電
子版
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　児童ポルノ画像のブロッキングは通信データから特定の URL を検知してアクセ
スを遮断する点で、電気通信事業法における「通信の秘密」を侵害している。こ
のため10年に公開された「法的問題検討サブワーキング報告書－安心ネットづく
り促進協議会」では、児童ポルノ画像のブロッキングは刑法第37条の「緊急避難」
に当たり、違法性が阻却されると整理した。児童ポルノ画像の配信は被害児童の
人権を侵害しており、ひとたび流通すれば被害を回復できず、流通を阻止する他
の手段が無いため、緊急避難の要件を満たしているとする。
　一方で同報告書は、著作権侵害については損害賠償などによる被害の回復が可
能である点、検挙や差し止め請求が可能である点から、緊急避難の要件は満たさ
ないとしていた。
　これに対し川上氏は、海賊版サイトによる被害について「10年における児童ポ
ルノ画像のブロッキングの議論とは状況が異なる」と主張する。当時よりも著作
権侵害の被害規模が格段に大きくなったことに加え、その被害額に比べて海賊版
サイトの収入は極めて小さいとみられ、損害賠償請求などで回復できる望みは薄
いとする。
　最終的に政府は、18年 4 月 3 日の自民党政務調査会 知財戦略調査会などでの議
論、総務省による ISP へのヒアリングを経て、 4 月13日に知的財産戦略本部・犯
罪対策閣僚会議を開催。海賊版サイト対策の法整備に取りかかるとともに、法整
備が整うまでの臨時措置として、海外の悪質な海賊版サイトに対するサイトブロ
ッキングは違法には当たらないとする見解を示した。刑法第37条の「緊急避難」
の要件を満たし、違法性は阻却されるとした。
　「政府が『インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策（案）』で示した
緊急避難の法的整理は正しい、と私は考える」（川上氏）。
■「悪質な海外事業者への対抗手段を持つべき」
　今後、サイトブロッキングを含む海賊版サイト対策の法整備を進めるに当たり、
どのような制度設計が望ましいのか。
　川上氏は「問題の本質はインターネットにおいて国外で実施された違法行為に
ついて、日本側に対抗手段が無いことにある」と語る。「インターネットは元々性
善説で運用されている。だが悪意の者が紛れ込んでいる今、性善説に基づく運用
のままではいられない」（川上氏）。
　同氏は「出版業界としての意見ではなく、あくまで個人の意見」としたうえで、
法制化に当たって「DNS ブロッキングだけでなく、IP ブロッキングまで検討する
べき」と主張する［注］。この場合、IP ブロッキングの対象は、日本の法執行力
が及ばず、削除依頼や発信者情報の開示請求を無視し続けている海外のホスティ
ング事業者に限る。
［注］DNS ブロッキングは、ユーザーが問い合わせた URL（ドメイン名）を数

字の羅列である本来の IP アドレスに変換する DNS サーバーが、特定のドメイン
名に対して IP アドレスを返さないことでアクセスを遮断する仕組み。児童ポルノ
画像や海賊版サイトの遮断はこの手法を用いている。しかし、ユーザーが外部の
DNS サーバーを使うか、IP アドレスを直接入力すればアクセスできる。IP ブロ
ッキングは、特定の IP アドレスへのアクセスを直接遮断する仕組み。
　IP ブロッキングを、日本からの発信者情報開示を拒否する悪質な海外ホスティ
ング事業者に対する抑止力にする、というのが川上氏のアイデアだ。裁判所によ
る仮処分などの司法の判断に基づき実施するという。「ほとんどのケースは DNS
ブロッキングと IP ブロッキングの組み合わせで対応できるはず。（特定のキーワ
ードがあるデータやコンテンツをブロックする）データブロッキングは検閲にな
るので、そこに踏み込むべきではない」（川上氏）。

（日経 xTECH/ 日経コンピュータ　浅川直輝）
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9 ．口コミ、ネット上の評価の捏造

23 　【シリコンバレー＝中西豊紀】米ツイッターは11日、不審な投稿を繰り返すよう
なアカウントによる「偽のフォロワー」を数千万規模で世界で削除すると発表し
た。ツイッターのユーザーによってはフォロワー数が大幅に減る可能性がある。
偽情報の拡散を防ぐ一環で、ネット界での人気を誇示するためにフォロワー数を
集めてきたユーザーにとっては痛手となる。
　12日から始める。文脈とは関係なく大量のコメントを投稿していたり、内容が
不透明なネットのリンク先を貼り付けていたりするアカウントはすでにロックし
ているが、今後、一定の確認作業を経て原則削除する。
　発表声明でツイッターは、多くのユーザーは「 4 アカウントかそれ以下」のフ
ォロワー減で済むとしているが、場合によっては「かなりの減」を経験するユー
ザーも出るとしている。米紙ニューヨーク・タイムズは政治家やモデル、作家な
どでフォロワーを外部事業者から買っている例があると指摘している。
　ツイッターは現在、 3 億3600万の月間ユーザーがいるが、ロックされたアカウ
ントはこの中に入れていないため「ユーザー数は減らない」と説明している。ま
たロックされているアカウントは機械によるスパム目的のアカウントとは異なる
という。今回とは別にツイッターはスパム対策も進めている。
　フェイスブックと同様にツイッターも2016年の米大統領選での偽情報の拡散で
政治家や市民団体らの批判を浴びている。フェイスブックは不正な広告の排除に
力を入れる一方で、ツイッターも不正アカウントの摘発を急いでいる。

ツイッター
に不審な投
稿 …、「 偽
のフォロワ
ー 」削 除
へ、人気者
演出？世界
で数千万。

2018/ 7 /12 
日本経済新聞　
夕刊　 3 ペー
ジ

24 アマゾンで偽レビューが量産されている。過去には大規模な訴訟も　「偽レビュ
ー」を投稿するのは、驚くほど簡単だ。

世界最大の EC サイト・アマゾンでは現在、商品の高評価レビューを獲得する
ための熾烈な競争が行われている。

その中で問題視されているのが、手段を選ばない企業・個人による「偽レビュ
ー」の投稿だ。

BuzzFeed Japan は、レビュー獲得に躍起になり偽レビューを量産する企業や
人々の姿を、数回に分けて報じていく。
アマゾンで熾烈化する 5 つ星レビュー戦争

先日、 2 年ほど使っていたイヤフォンが壊れてしまった。買い換えようとアマ
ゾンで「イヤフォン」と検索してみたら、4000以上の検索結果が表示された。さ
て、どの商品を選ぼう。

そんなときに私達が値段やブランド名などとともに意識するのが、他の購入者
が投稿した商品レビューだ。

情報通信白書によると、20代から60代を対象にした調査では、 6 割以上の人が
インターネットショッピングにおいてレビューを参考にするという。

競争が激化するアマゾン市場において、レビューの獲得は重要な戦略だが、良
質なレビューを手っ取り早く集める方法がある。「レビューを買う」という方法
だ。

偽レビューの投稿は、驚くほど簡単だ
アマゾンのレビューに関するガイドラインでは、報酬（商品の無償提供や割引

も含む）を交換条件にレビューを投稿したり、させたりすることを禁じている。
しかし実際には、SNS を使った商品レビュー募集や転売ビジネスが横行してい

る。例えば Facebook 上にはアマゾンの商品レビュー取引を目的としたグループ
が多数存在する。

Facebook で「アマゾン　レビュー」と検索した結果。中国語や英語で検索して
も、同様のグループが多数表示された。

グループページには「商品を無料で提供するから、レビューを書いてほしい」
という内容の投稿が次々と流れてくる。投稿するユーザーのほとんどは中国名で、
英語や中国語で書かれた投稿もある。

取引に必要なのはアマゾンのアカウントと、返金に必要な Paypal などの口座だ
け。取引で手に入れた商品は開封する必要もないので、そのまま転売することも
可能だ。

アマゾン内
の評価自体
が「売り買
い」されて
いる

2018/ 7 /26 
07：06
Shunsuke 
Mori

（森駿介）
BuzzFeed 
Staff, Japan
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大量にレビューを買い集める企業の影
Facebook 上のアマゾンレビューのグループに入ると、複数のメンバーから、共

通の商品を含むリストが送られてきた。
そのリストを見ると、中国に拠点を持つとみられる特定の販売元の商品が多く

含まれることがわかる。高評価レビューを大量に「発注」しているのだろうか。
リスト内の商品の一つ、子供用のトラベル枕には、 7 月14日現在で23のレビュ

ーが投稿されている。そのうち17は 5 つ星のレビューだ。一見、評価の高い商品
に見える。

しかし、それらのレビューをつけたユーザーのレビュー履歴を確認したところ、
6 人が上述のリストにあった複数の商品、あるいは同販売元の類似商品に 5 つ星
レビューをつけていた。

それだけではない。他商品のレビューが全く無いユーザーも 3 人いたほか、 2
週間にスマートブレスレットを 5 つ購入するなど、購買行動が不自然なユーザー
も複数みられた。

BuzzFeed Japanは当該商品の販売元を含め、Facebook上でレビューを募集して
いると見られる 8 つの販売元にメールで取材を申し込んだが、現時点で返事はない。
偽レビュー問題では、過去に大規模な訴訟も

一般ユーザーが軽い気持ちで関与できてしまう偽レビューの投稿だが、過去に
はユーザー個人も含め、法的措置がとられた事例がある。

2015年には楽天市場がやらせのレビューを投稿したシステム会社に対し、約 2
億円の損害賠償を求め、結果的に 1 千万円の和解金を支払うこととなった。

また同年、米アマゾンも偽レビューの投稿を斡旋したサイトと、投稿に関与し
た個人に対し訴訟を起こしている。

アマゾンジャパンではこうした偽レビューの対策が追いつていないのが現状だ
が、一般ユーザーがレビューの真偽を判別するのは難しい。

25 サイバー・バズ、インフルエンサーの不正防止強化
サイバーエージェントのグループ会社、サイバー・バズ（東京・渋谷）は11日、

SNS（交流サイト）で多くのフォロワーを抱え影響力のある「インフルエンサー」
による不正防止の取り組みを強化すると発表した。インフルエンサーがフォロワ
ーを買って増やしたりしていないか調べる。インフルエンサーを広告などに活用
する企業が増えており、不正防止が業界の課題となっている。

サイバー・バズはインフルエンサーを活用したマーケティング支援を手がける。今
回、起用するインフルエンサーが抱えるインスタグラムのフォロワー調査に新たに取
り組む。フォロワー数の急な増加などを見つけることで、業者からフォロワーを買っ
ていないか把握する。フォロワーのアカウントが不正なものでないかなども調べる。

インフルエンサーの収入はフォロワー数が多いほど高い。最近ではフォロワー
を買って増やすインフルエンサーも出てきている。売買されているのは不正なア
カウントで、マーケティングの効果が出ないため問題になっていた。

サイバー・バズの抱えるインフルエンサーにはまだ不正の事例は出ていないと
いうが、「フォロワーを購入するインフルエンサーは起用しない」という取引企業
も出てきているため対策が急務だった。

起用するインフルエンサーを順番に調査していく。サイバー・バズはこれまで、
インフルエンサーとの面談などを通じて不正を防止してきた。不正の事例が業界
内で増えてきたため対策の強化を決めた。将来的には人工知能（AI）での調査も
検討しており、システム開発を急ぐ。

2018/ 9 /11 
18：10　日本
経済新聞配信

　伝統的な言い方では「サクラ」である。
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10．データの共有、取引の明暗

26 Googleがクレジットカード大手・MasterCard（マスターカード）と「提携」し、
カード利用者のオンライン広告閲覧とオフラインでの物品購入の状況を追跡して
いたことを、ブルームバーグが報じています。
Google  and  Mastercard  Cut  a  Secret  Ad  Deal  to  Track  Retail  Sales  – 
Bloomberg
Google  reportedly  bought  Mastercard  data  to  link  online  ads  with  offline 
purchases  - The Verge
https://www.theverge.com/2018/ 8 /30/17801880/google-mastercard-data-
online-ads-offline-purchase-history-privacy

Google が MasterCard と「提携」したのは2014年ごろのことで、Amazon.com
などオンラインショッピングサイトへの対策として、「オンライン広告の影響を受
けて、実店舗でどれぐらいものが売れたのか」を測定するためだったとみられて
います。手法としては、Google アカウントにログインした状態のユーザーが広告
をクリックし、そのあと30日以内に MasterCard でクリックした物品を購入する
と「オフライン収益」として広告効果による売上に計上され、広告主へのレポー
トにも反映される、という形です。これまで、実店舗での物品購入に対してオン
ライン広告の影響がどれぐらいあるのかを効果的に測定することは難しく、Google
では「Google マップ」や Android 端末の位置情報を利用して得たユーザーの位置
履歴情報を広告主に提供してきたとのことですが、これは「実際に購入したかど
うか」の判定ができませんでした。

ブルームバーグの調べでは、Google は顧客の物品購入情報を MasterCard から
提供してもらう見返りとして数百万ドル（数億円）を支払い、広告収入の一部を
分け合っていたとのこと。ただし、Google の広報担当者は、事業のパートナーと
の間で収益の分配を行うことはないと否定しています。

MasterCard との「提携」について、Google からはっきりしたコメントは出さ
れていませんが、2017年に発表した「Google Attribution」と呼ばれるサービスの
中で、アメリカ国内で使われるクレジットカードとデビットカードの約70％につ
いて、取引の追跡が可能であることを公表しています。パートナーの名前は伏せ
られていましたが、今回の報道により、少なくとも MasterCard が含まれている
ことは明らかです。

Google はユーザーが広告を見てオフラインで商品を買ったことも追跡できる
「Google Attribution」を提供開始へ－ GIGAZINE

MasterCard 側は、Google との「提携」についてはコメントを断っていますが、
一方で「取引の動向を加盟店やサービス提供者と共有することで、広告キャンペ
ーンの効果を測定することに役立つ」ことを明らかにしています。

ある広告代理店の担当者によれば、以前は Google とともに行った広告キャンペ
ーンで広告費 1 ドル（約110円）に対して5.7ドル（約630円）の収益だったもの
が、「店舗販売測定」導入以降は広告費 1 ドルに対して10.6ドル（約1180円）の収
益が上げられるようになったとのことで、「率直に言って、もっと Google に投資
す る だ け の 意 味 が あ る も の だ っ た 」 と 語 っ て い ま す。

なお、Google も MasterCard も「パートナーと『個人情報』を共有することは
ない」と語っており、その言葉を信じれば、あくまで利用されているのは取引情
報だけということになりますが……。

Goog l e が
MasterCard
のオフライ
ンの購買履
歴とオンラ
インの広告
閲覧を追跡
分析

2018年08月31
日 11 時 10 分
gigazine

27 Facebook、多数の企業とユーザー情報を共有していたことを認める
Facebook は、テクノロジ企業によるユーザーデータへのアクセスを制限すると

2015年に公言したが、その後も多数のテクノロジ企業に特別なアクセスを提供し
てきたことを認めている。

Facebook は、2015年 5 月にテクノロジ企業との情報共有を終了するとしていた
にもかかわらず、その後も61社のハードウェアメーカーおよびソフトウェアメー
カーとの情報共有を続けていたという。同社は米国時間2018年 6 月29日、米国議
会に提出した747ページに及ぶ文書の中で認めた。この文書は、4 月に議員らが最
高経営責任者（CEO）の Mark Zuckerberg 氏に提示した多数の質問に回答した
ものだ。

Facebook、
2015年以降
も個人情報
を他社と共
有

Steven Musil
（CNET News）
翻訳校正：編
集部　2018年
7 月 2 日　11
時35分
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Facebook によると、AOL から貨物運送会社の United Parcel Service、出会い
系アプリの Hinge まで、さまざまな企業が Facebook の新しいプライバシーポリ
シーを遵守するために、Facebook は「 1 回限り」の特別措置として、それらの企
業に 6 カ月の期限延長を認めたという。ユーザーへの通知なしに共有されたデー
タには、友達の名前や性別、誕生日が含まれる。

Facebook はこの文書の中で、「われわれは、企業各社にさまざまなデバイスや
OS、そのほかの製品向けの統合機能を構築してもらっていた。Facebook とパー
トナー各社は、それらの製品でユーザーが Facebook または Facebook 体験を利用
できるようにする手段を提供したいと考えていた。これらの統合機能は当社のパ
ートナーによって、当社のユーザーのために構築されていたが、Facebook の承認
を得る必要があった」と述べている。

Facebook は、ベータテストの結果として、さらに数社が「理論的に一部の友達
のデータにアクセスできる可能性があった」ことも判明したと述べている。

Facebook はまた、Amazon や Apple、Microsoft などの米大手企業のほか、
Huawei などの中国企業を含む52社のソフトウェアおよびハードウェアメーカー
に情報を共有していたことを同文書で明らかにした。

Facebook によると、同社はこのうち38社とのパートナーシップを終了してお
り、 7 月中にさらに 7 社と終了する予定だという。

Zuckerberg 氏は 4 月、米議会の公聴会でさまざまな質問を受けた。今回の情報
開示は、それらの質問への Facebook の対応の一環だ。Facebook は 6 月にも、米
議会の質問に対する回答を書面で発表した。Zuckerberg 氏は公聴会でそれらの質
問の多くに対し、自身のチームに「後日」回答させると答えていた。

（この記事は海外 CBS Interactive 発の記事を朝日インタラクティブ＝ CNET 
Japan を運営＝が日本向けに編集したものです。）

28 ビッグデータ「取引所」10月始動　JTB など 5 社売り手
企業が業務用データを売買する民間の「データ取引所」が10月 1 日から稼働す

る。まず JTB など 5 社が、多言語に対応した医療機関の位置情報などを売る。観
光会社など買い手は専用サイトを通じ価格交渉や決済をする。個別企業同士によ
る取引に比べ多様な情報を安全に売買できる。ビッグデータの収集、活用では米
社が先行するなか、日本発の独自の仕組みが動き始めた。

10月に稼働する取引所を運営するのは、あらゆるモノがネットにつながる「IoT」
関連データの取引サービスを手がけるスタートアップのエブリセンスジャパン（東
京・港）だ。日立製作所、富士通など民間の59社・団体でつくる「データ流通推
進協議会」の事務局を務める。
■59万件の観光情報活用

JTB は多言語対応の医療機関や海外のクレジットカードが使える ATM の位置
情報などを販売する。全国の観光情報を独自に収集した「観光予報プラットフォ
ーム」にある約59万件の情報を活用する。これまでも個別に外販していたが提供
対象を広げる。

外国人向けに観光情報を提供するスマートフォンアプリの開発会社などの需要
を見込む。取引所経由で2021年度に1000社程度に 1 億円の販売を目指す。

JTB 以外の売り手 4 社はネット関連企業だ。販売対象には個人情報に近いデー
タもある。消費者65万人が給油する度に送ってくる情報を集めた自動車の燃費デ
ータや、100万人以上の会員から集めた職業属性付き世帯データなどだ。いずれも
本人の同意を得て、個人が特定されないように加工して販売する。

取引所に参加する企業の幅がさらに広がれば、運転の仕方により保険料が変わ
る自動車保険商品など新たなサービスの開発に使う企業が増えそうだ。

エブリセンスは中立的な運営者として取引ルールを定めるほか決済サービスな
どを提供する。手数料としてデータの売り手から取引額の10％を受け取る。参加
者を順次増やして21年に取引総額30億円を目指す。

データ取引を巡っては、個人情報を預かり民間企業などに提供する「個人デー
タ銀行」構想を政府が掲げ、電通や銀行などが名乗りを上げている。データ取引
所ではこうした事業者にも参加してもらい、様々なデータをやり取りできるプラ
ットフォームとすることを目指す。

不特定多数のプレーヤーが参加する取引所が生まれることで、データの保有企
業は買い手を探しやすくなる。データの利用企業は情報の入手経路を増やせる。
売買代金のやりとりも安全性を高められる。

2018/ 9 /28 
6 ：51　日本
経済新聞　電
子版
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■ GAFA、データ大量収集で利益
ビジネスの電子化に伴い、世界のデジタルデータの総量は2025年に現在の 5 倍

以上の163兆ギガ（ギガは10億）バイトに増えると見込まれる。データをビジネス
に役立てようとする機運が世界的に高まっている。日本では「データ流通推進協
議会」がデータ取引所を運営する事業者の認定制度を始める予定で、エブリセン
スは第 1 号の認定取得を目指す。

データを巡っては、米国の GAFA（グーグル、アップル、フェイスブック、ア
マゾン・ドット・コム）に対する警戒感も広がる。GAFA は大量のデータを世界
中から集め、広告や技術開発などにつなげて莫大な利益を生み出した。

今回の取引所開設の取り組みは、巨大企業の影響を受けることなく企業がヨコ
の連携でデータを有効活用する動きだ。大手やスタートアップ企業などが互いの
データやアイデアを持ち寄って掛け合わせ、競争力の高い革新的なビジネスを生
み出そうとしている。
■日本企業は提供に抵抗感も

民間によるデータ取引所は博報堂 DY ホールディングスも2019年度に参入を予
定するなど今後も続く。だが、専門家からは「日本企業には自社データの外部提
供をためらう例が目立ち欧米に後れをとっている」との声も出る。経営者側の意
識改革など課題も多い。

企業間のデータ交換や取引は、個別の相対取引や特定の企業の連携で行われる
のが主流だった。ヤフーは17年から日産や神戸市などと相互のデータをマーケテ
ィングなどに利用する異業種連携を広げている。

ただこうした動きは一部。データ取引に詳しい東京大大学院の大沢幸生教授は
「日本企業には『自社では使い道がわからないが、かといって他社に渡したくはな
い』という考えが根強く、欧米に比べ取り組みが遅れている」と指摘。買い手側
にも「新規ビジネスのために、どんなデータが必要か」という考えが曖昧な場合
が多いという。

米調査会社 IDC などの調査では、17年に外部にデータを提供した企業など「デ
ータサプライヤー」の数は、日本が約10万 5 千社。米国（約30万 3 千社）や EU

（約27万 6 千社）を大きく下回り、16年からの伸び率も低かった。
せっかくデータ取引所ができても、売り手と買い手の企業が増えなければデー

タ流通は活性化しない。大沢教授は「複数の企業で保有データの利用価値の掘り
起こしや活用法を議論する機会を増やすなどの工夫が求められる」と話す。

（木ノ内敏久、データエコノミー取材班 = 植松正史）

　ビッグデータ全体に関してはここで概要をまとめるにも本稿の責を超える。

　それが個人情報を対象とし、ターゲティング広告や顧客そのものの選別（AI によるプロ

ファイリングという）につながる際、GDPR では開示請求やデータ消去請求が義務付けら

れるが、おそらく「自己コントロール」の主体は「請求」も「請求しようという発想」も

なしに日本では事態が推移するのではないか、そう考えるのは杞憂であろうか。

　企業にとって有利なこうした環境と、官民挙げてのビジネス化という状況が二重に重な

る際、われわれはリスク感知に鈍感ではいられない。
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11．アフィリエイトの広告主責任がようやく

29 アフィリエイト、広告主の責任重く　消費者庁が追及　
消費者庁が「アフィリエイト」と呼ばれる成果報酬型のネット広告について、

広告主の責任を問い始めた。 6 月には広告主に対応を求める初の措置命令を出し
た。景品表示法はアフィリエイトの発信者の取り締まりを想定しておらず、広告
主を通じて消費者の保護を目指す。産業界は広告内容に一段と目配りを迫られそ
うだ。（編集委員　瀬川奈都子）
「弊社に対する措置命令及び課徴金納付命令に関するお詫（わ）びとお知らせ」。

大阪市のある通信販売会社のウェブサイトのトップ画面を開くと、こんな文言が
目に飛び込んでくる。

6 月に消費者庁から景表法に違反したとして課徴金の納付に加えて、違反事実
を一般消費者に周知徹底するなどの再発防止策を命じられたからだ。同社はダイ
エットサプリを「14日間の使用で体重マイナス12.8キロ以上をお約束」と根拠な
く表示するなど、 5 つの商品についてサイト上で不当な表示をしていた。

今回の措置命令が注目されたのは違反事実の周知徹底の方法だ。同社はアフィ
リエイトを使った宣伝もしており、「アフィリエイター」と呼ばれる人が商品の紹
介記事を掲載した複数のサイトが存在した。同庁はこれらのサイトを経由して同
社のサイトを訪れた消費者にも違反の事実が伝わるようにすることも求めた。

アフィリエイトサイトで同社の商品広告内のリンクをクリックすると、「お詫
び」画面につながるようになっている。

消費者庁がアフィリエイトサイトへの対応を求める措置命令を広告主に出した
のは初めて。今回はアフィリエイトサイトの個別の広告や記事内容について景表
法違反を認定したわけではないが、同サイトを経由する消費者への周知が欠かせ
ないと判断した。

消費者庁の大元慎二表示対策課長は「アフィリエイトについて広告主の責任を
積極的に追及していくメッセージと受け取ってもらって構わない」と話す。

その背景にはアフィリエイトサイトを使った広告の急拡大がある。矢野経済研
究所（東京・中野）の推計によると、同広告の成果報酬額などの市場規模は2017
年度は2275億円と前の年度比14％増。21年度は 4 千億円を超える見込みだ。
急成長するアフィリエイトだが、法律はどうなっているか。

例えばネット上で著作権法や医薬品医療機器法に抵触する情報を発信した場合、
責任を問われるのは書いた本人や企業だ。アフィリエイターも例外ではない。

一方、景表法はアフィリエイターの取り締まりを想定していない。同法は品質
や価格についての情報が実際よりも著しく良いと消費者を誤認させる表示を禁じ
るもので、「規制対象は商品やサービスの提供者に限られる」（池田毅弁護士）。具
体的には広告料をアフィリエイターに支払う広告主の企業になる。

08年に東京高裁が出した景表法を巡る判決がアフィリエイトを考える参考にな
る。判決はルーマニア製の輸入ズボンをイタリア製と表示して販売した小売店に
対し「表示タグを直接作成した者（輸入卸業者）だけでなく、他者に表示を委ね
た者（小売店）も内容に責任がある」とした。

池田弁護士は「アフィリエイトにあてはめると、広告主が『他者に表示を委ね
た者』に相当する」と解説する。

消費者庁は16年に健康食品について、広告主がその表示内容に関与している場
合にはアフィリエイトサイト上の表示も広告主に責任があるとの考えも公表して
いる。こうした積み重ねを踏まえ、通販会社への対応に踏み切ったのは「規制を
機能させるには実際の摘発が不可欠」（大元課長）という強い意志がある。

産業界の反響は大きく、広告関連法務に詳しい斎藤健一郎弁護士は「企業から
アフィリエイトを使っても大丈夫かという問い合わせが相次いでいる」と明かす。

化粧品通販の宣伝でアフィリエイトサイトを活用する、小林製薬は「勇み足の
記述が無いか広告表記をチェックすることも検討したい」（広報・IR 部）と説明。
パソコン製造のマウスコンピューター（東京・中央）は「アフィリエイターを選
ぶ際に、過去のサイト内容のチェックを慎重にするなど選別を強めている」（EC
営業部）と話す。

2018/ 9 /30 
17：00　日本
経済新聞　電
子版
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広告主とアフィリエイターを仲介するファンコミュニケーションズの佐藤吉勝
執行役員は「広告主の実際の売り上げに貢献しているアフィリエイトサイトは全
体の 1 ％。広告主はまずはそのサイトをチェックすべきだ」と指摘する。

アフィリエイターや広告主などが加盟する日本アフィリエイト協議会（神奈川
県藤沢市）は、サイトの表示のあり方などの指針作りに乗り出している。

アフィリエイトの信頼性を高めるためにも広告主などの業界の意識改革が欠か
せない。

12．広告業界（広告主・業界団体・既存メディア等）の認識　

30 ネット広告の課題を検討　日本アドバタイザーズ協会事務局長　宇山浩司氏
平成28年に設立した「デジタルメディア委員会」が、インターネット広告等の

課題について取り組んだ活動について説明します。大きなテーマは、（ 1 ）取引の
適正化・透明化、（ 2 ）効果の可視化の 2 つです。
（ 1 ）についての実態把握において、会員企業から 3 つの問題提起がなされてい

ます。①ビューアビリティ、②アドフラウド、③ブランドセーフティーの 3 点で
す。まず、①ビューアビリティです。テレビの場合、視聴率という指標によって
広告の閲覧状況を確認できますが、デジタルメディアはそれが定まっておらず、
どのように確立するかが課題となっています。デバイスが PC、スマートホンなど
多様で、 1 人で複数のデバイスを所有するケースもありますので、「実際に広告を
見た」ということを、どう定義するか、というテーマから始めなければなりませ
ん。次に②アドフラウドです。インターネット広告がクリックの回数で課金され
る場合に、例えば海外では、クリックだけを専門にする仕事の人がいるとか、ロ
ボットが代行してクリックするなどが行われていると、企業は実際に見てもらえ
ていない広告に対して広告費を支払うことになるといった問題です。③ブランド
セーフティーです。ターゲットマーケティングとして、通販での商品の告知など
特定のターゲットに広告を届けていましたが、最近はブランド広告でインターネ
ット広告を使うケースが見られます。それがアダルトサイトや暴力コンテンツ、
さらにはテロリストのサイトに掲載され、課金されるというケースが起きており、
その対策が急務になっています。（中略）特に（ 2 ）に関しては既存のメディアで
はしっかりした広告審査が行われていますが、デジタル広告には審査の仕組みが
確立されていません。これが大きな課題と考えています。　

日本の広告
主団体が正
式にネット
広告取引の
適正化・透
明化として
ビューアビ
リティ、ア
ド フ ラ ウ
ド、ブラン
ドセーフテ
ィーの 3 点
を問題視

『Report 
JARO』2018
年 2 月517号、
pp.9-10.

31 企業がグーグルへの広告中止検討　ユニリーバ、FB も対象
　英・オランダの食品・家庭用品大手ユニリーバの幹部は、米交流サイトのフェ
イスブックや米 IT グーグルなどが不適切なコンテンツに対する対応が不十分であ
れば、グーグルなどへの広告掲載の中止を検討すると語った。欧米メディアが12
日、報じた。消費者の信頼を得られない可能性があるためという。
　ユニリーバはソーシャルメディア上などの偽ニュースや差別、テロに関連する
投稿を問題視。「社会の分断を招き、怒りや憎しみを助長させている」と指摘し
た。
　同社は昨年、広告などのマーケティング費用として77億ユーロを支出。このう
ちデジタル広告は約 3 分の 1 を占めたという。

ユニリーバ
の年間広告
予算三分の
一のデジタ
ル広告費の
中止もあり
えるか

【ロンドン共
同】
2018/ 2 /13 
10：03

32 不快な広告除去、ブロック機能人気―企業とユーザー、綱引き（DIGITALTREND）
　検索サイトや交流サイト（SNS）などネットの多くのコンテンツは、企業が掲
載する広告なしには成り立たない。だが、広告が次々と出てきて不快に感じるユ
ーザーも多い。これに対応するのが広告を自動除去してくれるブロックソフトだ。
世界でインストール数は右肩上がりで増えており、米グーグルも機能を加えた。
もっとも広告ブロックはコンテンツ提供者にとって死活問題になりかねず、ユー
ザーとの綱引きも激しくなっている。
　米アップルのスマートフォン「iPhone」の有料アプリランキングで目を引くア
プリがある。「コンテンツブロッカー280」。2017年 6 月以来トップ10から落ちてい
ないという。

2018/ 6 /19　
日本経済新聞　
朝刊11ページ
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　このアプリを取り込めばアップルのウェブブラウザー「サファリ」上のネット
広告は表示されなくなる。例えばサファリで検索した動画投稿サイトや通販サイ
トなどであらゆる広告が阻止される。
　広告がウイルスの感染源になることへの懸念や、広告をブロックすることで通
信データ量を削減できることから人気だが、最大の理由は下品だったりユーザー
の利便性を損なったりする広告が増えているためだ。
利便性高める
　このアプリを個人で開発した山本 yoko 氏は「偽のウイルス対策ソフトを取り込
ませるおとり広告や、成人向けの下品な漫画の広告などが頻繁に表示される」と
問題点を指摘。「中高校生や高齢者が広告のリスクにさらされる現状を少しでも解
決したかった」と説明する。
　広告ブロックツール最大手の独アイオーは、ウェブブラウザーの拡張機能を利
用して広告を除去できるソフトを提供する。ユーザーは全世界で 1 億件に達し 5
年前に比べ67％増えている。同社のベン・ウィリアムズ・シニアディレクターは

「広告にうんざりするのが使い始める理由として圧倒的」という。
　主な収益源が広告であるグーグルですら、今のネット広告は玉石混交とみて対
策に乗り出している。同社は 2 月、ウェブブラウザー「クローム」に、広告をフ
ィルタリング（見せなく）する機能を盛り込んだ。「ユーザーが望んでいない特定
の種類の広告を売りつけるより、クロームを便利に気持ちよく使ってもらうこと
を優先させた」と同日本法人は説明する。広告収入が落ち込む犠牲を払ってでも
グーグルのブランド価値を守ろうという姿勢だ。
　ブロック化はコンテンツ提供者にとっては死活問題になりかねない。ネットで
広告が表示されなければ掲載企業にとって狙った効果を得られない。掲載取りや
めや広告料金の引き下げ圧力が強まれば収益悪化に直結する。
利用者に解除要請
　海外では影響が広がっている。米ページフェアなどの調査によると、広告ブロ
ックを導入した端末は16年12月までに 6 億台を超え、広告ブロックによって失わ
れた収入は15年だけで約 2 兆円を超えるという。
　このため一部のコンテンツ事業者は、広告ブロックを利用しているユーザーを
検出する機能を追加。ユーザーに対し「サイトを助けるために広告ブロックを止
めてほしい」というメッセージを表示できるようにした。コンテンツが閲覧でき
ないよう強硬措置を取る事業者も出ている。
　例えば独アクセル・シュプリンガーの「ビルト」。同紙はこの仕組みを導入後、
2 週間で広告ブロックの利用率が23％から 1 桁台に減ったという。米フォーブス
も対抗システムを導入。英テレグラフは広告ブロックの解除を要請するが、コン
テンツは閲覧できるようにしておりユーザーのつなぎ留めに腐心している。
　海外で広告ブロックの普及率はすでにネットユーザーの 3 ～ 4 割に達している。
広告が表示されなければ、必然的にユーザーが広告をクリックする機会も減る。
広告の閲覧履歴から特定の個人を絞り込み配信する「ターゲティング広告」にも
影響は必至。ネット業界の危機感は強い。
　グーグルやヤフーなどの事業体が広告を収益源に成り立っている以上、「広告は
インターネットの発展に必要不可欠」（ネット広告関連団体）との声は依然強い。
米フェイスブックの個人データ流出問題も輪をかけるなか、広告の位置づけを巡
るコンテンツ事業者とユーザーの綱引きは当面続きそうだ。（北郷達郎）
コンテンツ有料化議論も
　ネット利用者に占める広告ブロックソフトの普及率は現在、日本では 3 ～ 4 ％
とみられる。サイバーエージェントでインターネット広告事業本部を統括する淵
之上弘氏は「広告の精度にはさほど影響はないのでは」と話す。広告の閲覧デー
タが減っても近年は統計処理の技術が発達しているほか、少ないデータから高度
に嗜好や興味を類推できる「データ拡張技術」も用意されているというのがその
根拠だ。
　一方で自衛の動きもある。日本テレビは動画コンテンツと広告を同じサーバー
から一緒に配信する実験に取り組んだ。広告動画をスムーズに配信する目的だが、
広告ブロックソフトに広告が阻まれるのを防ぐ効果もある。広告ブロックで収益
に影響が出ればコンテンツの有料化といった議論にも波紋を呼びそうだ。
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　記事番号30は顕著性のある記事ではないが、この種の情報をコンパクトに伝えているも

のとして採った。要は広告資金のビジネス利用負担における源泉である広告主においてさ

えも、広告の視認性測定や自社ブランドの毀損、そして広告詐欺のことしか自覚していな

いのである。その先には「広告忌避（嫌われてブロックされる）の原因究明と対策」、「反

社会的な資金供給の責任」といったより大きな広告の社会問題が横たわっているにもかか

わらず、自社ブランドに悪いイメージがつくのが嫌だ、といった水準のことしか自覚され

ていないのである。このことは2018年の日本のビジネスの「超・近視眼」的な現状という

点でここに記録に留めたい。
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